
序

論

高
句
麗
滅
亡
後
、
程
な
く
し
て
新
羅
と
唐
の
戦
争
、
い
わ
ゆ
る
羅
唐

戦
争
が
勃
発
し
た
。
新
羅
は
、
唐
に
抵
抗
す
る
高
句
麗
遺
民
を
援
助
し
、

熊
津
都
督
府
が
置
か
れ
た
百
済
故
地
を
占
領
し
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
唐

は
、
高
句
麗
遺
民
と
新
羅
を
征
討
す
る
た
め
の
遠
征
軍
を
度
々
派
遣
し

た
。
六
七
四
年

(

新
羅
・
文
武
王
一
四
年
、
唐
・
上
元
元
年)

、
唐
が

劉
仁
軌
を
鶏
林
道
大
総
管
に
任
命
し
て
新
羅
征
討
へ
赴
か
せ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
戦
争
は
最
終
局
面
を
迎
え
、
翌
年
に
は
両
軍
が
激
突
し
た
こ

と
が
中
国
側
史
料
と
朝
鮮
側
史
料
の
双
方
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
戦
争
の
最
終
的
な
決
着
に
つ
い
て
は
、
両
史
料
に
大
き

な
差
異
が
あ
る
た
め
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
旧
新

｢

唐
書｣

や

『

資
治
通
鑑』

な
ど
の
中
国
側
史
料
で
は
、
六
七
五
年
二
月
の
七
重
城

の
決
戦
に
唐
軍
が
勝
利
、
さ
ら
に
買
肖
城
で
も
新
羅
軍
を
撃
破
し
た
後
、

新
羅
が
唐
に
謝
罪
使
節
を
派
遣
し
た
こ
と
で
、
戦
争
が
終
結
し
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
朝
鮮
側
史
料
の

『

三
国
史
記』

で
は
、
新
羅

は
、
七
重
城
で
敗
北
し
た
後
、
謝
罪
使
節
を
派
遣
し
て
い
る
も
の
の
、

続
く
泉
城
の
戦
い
、
買
肖
城
の
戦
い
で
勝
利
を
収
め
、
翌
年
の
伎
伐
浦

の
戦
い
で
も
勝
利
し
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

戦
争
の
決
着
が
両
国
の
史
料
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
争
が
い
か
に
終
結
し
た
の
か
と
い
う
点
は
、
戦
争
当
時
国
に
と
っ

て
そ
の
後
の
両
国
関
係
を
規
定
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に

羅
唐
戦
争
は
、
新
羅
が
唐
に
謝
罪
し
再
度
冊
封
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

両
者
の
関
係
が
修
復
さ
れ
、
終
結
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た

(

１)

。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、
唐
の
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
新
羅
の

視
点
を
捨
象
し
て
い
る
こ
と
が
古
畑
徹
氏
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る

(

２)

。

し
か
も
古
畑
氏
は
、
六
七
五
年
に
再
冊
封
さ
れ
た
新
羅
の
官
爵
が
対
立
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羅
唐
戦
争
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結
期
記
事
に
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る
新
羅
の
対
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国
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記』

文
武
王
一
四
・
一
五
・
一
六
年
条
の
再
検
討

植
田

喜
兵
成
智



以
前
の
も
の
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
儀
鳳
三
年

(

六
七
八)

に
は
新
羅
を
再
征
討
す
る
計
画
が
唐
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
六
九

〇
年
代
に
至
る
ま
で
両
国
間
の
外
交
使
節
の
往
来
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
必
ず
し
も
再
冊
封
を
も
っ
て
両
者
の
関
係
が
修
復

さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
新
羅
側
は
羅
唐
戦
争
が
ど
の
よ

う
に
終
結
し
た
と
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
が
肝
要
に
な
る
。
古

畑
氏
は
、
新
羅
の
主
体
性
を
尊
重
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
も
の
の
、

遣
使
記
事
の
分
析
を
主
眼
に
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
羅
唐
戦
争
終
結
後
に
お
け
る
新
羅
の

対
唐
認
識
の
解
明
は
、
そ
の
後
の
対
唐
政
策
と
関
連
す
る
重
要
な
課
題

で
あ
る
。

新
羅
の
羅
唐
戦
争
観
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
新
羅
側
の
動
向
を
伝

え
る

『

三
国
史
記』

新
羅
本
紀
を
分
析
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
戦
争
の
終
結
期
を
描
い
て
い
る
文
武
王
一
四
年
、
一
五
年
、

一
六
年
条
を
見
る
と
、
き
わ
め
て
不
可
解
な
記
事
配
列
と
な
っ
て
い
る
。

文
武
王
一
五
年
条
を
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
と
、
両
国
が
一
年
の
間
に
開

戦
、
謝
罪
を
何
度
も
く
り
か
え
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し

た
記
事
配
列
の
不
自
然
さ
と
、
朝
鮮
側
と
中
国
側
史
料
の
記
述
の
齟
齬

の
た
め
、
羅
唐
戦
争
の
終
結
の
過
程
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
お
り
、
新
羅

側
が
羅
唐
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
も
不
明
瞭

で
あ
っ
た
。

か
か
る
錯
綜
す
る
史
料
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
初
に
本
格
的
な
考
証

に
取
り
組
ん
だ
の
は
池
内
宏
氏
で
あ
る
。
池
内
氏
は
、
文
武
王
一
五
年

条
は
錯
乱
し
て
お
り
、
史
料
の
係
年
が
粗
雑
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も

と
で
史
料
考
証
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
六
七
四
年
二
月
に
唐
が
征
討

軍
を
派
遣
し
た
こ
と
で
開
戦
し
、
六
七
五
年
二
月
に
新
羅
が
謝
罪
す
る

こ
と
で
終
戦
し
た
戦
役
と
し
て
、『

三
国
史
記』

の
羅
唐
戦
争
関
連
記

事
を
正
確
と
さ
れ
る
中
国
史
料
の
文
脈
に
沿
っ
て
大
胆
に
入
れ
替
え
た

の
で
あ
る

(

３)

。

こ
の
見
解
に
対
し
て
古
畑
氏
は
、｢

池
内
氏
の
論
理
は
中
国
側
記
事

へ
の
信
頼
が
前
提
に
あ
り
、
そ
れ
に
合
致
す
る
か
否
か
、
そ
れ
と
ど
う

異
な
る
か
を
史
料
批
判
の
出
発
点
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
新
羅
側
記
事

が
中
国
側
記
事
に
記
さ
れ
た
上
元
一
・
二
年
の
役
の
空
間
的
時
間
的
範

囲
を
出
る
と
、
記
事
の
移
動
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
論
理

に
な
っ
て
い
る｣

と
述
べ
、
新
羅
側
史
料
の
独
自
性
を
否
定
し
て
い
る

点
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

(

４)

。

だ
が
、
古
畑
氏
も
池
内
説
に
対
す
る
全
面
的
な
再
検
討
を
行
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
部
分
的
な
批
判
に
留
ま
っ
て
お
り
、
池
内
説
は
有

力
な
見
解
と
し
て
い
ま
な
お
影
響
力
を
持
つ

(

５)

。

韓
国
に
お
い
て
は
池
内
説
と
は
全
く
異
な
っ
た
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
ジ
ェ
ミ
ス
ン
氏
は
、
中
国
史
料
の
羅
唐
戦
争
関
連
記
事

に
は
不
備
が
あ
る
一
方
、
朝
鮮
側
史
料

『

三
国
史
記』

の
記
事
が
極
め

て
詳
細
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
羅
唐
戦
争
関
連
の
史
料
と
し
て

は

『

三
国
史
記』

に
全
面
的
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た

(

６)

。

ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
は
、
現
在
の
韓
国
に
お
い
て
通
説
的
な
位
置
を
占
め
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て
お
り
、
新
羅
側
の
視
点
か
ら
羅
唐
戦
争
を
描
く
立
場
の
研
究
は
、
い

ず
れ
も
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
を
採
用
し
て
い
る

(

７)

。
こ
こ
に
は

『

三
国
史
記』

の
記
述
＝
新
羅
の
視
点
と
い
う
常
識
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
三
国
史
記』

は
そ
の
成
立
事
情
か
ら
編
纂
者
で
あ
る

金
富
軾
の
思
想
に
よ
る
改
変
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る

(

８)

。
こ
の
事
実
を
考
慮
す
る
と
、『

三
国
史
記』

の
記
述
＝
新
羅
の
視

点
と
し
て
単
純
化
で
き
る
の
か
甚
だ
疑
わ
し
い
。

こ
の
よ
う
に
池
内
説
、
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
は
と
も
に
新
羅
の
視
点
を
つ

か
み
そ
こ
ね
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
池
内
説
の
問
題
点

を
再
確
認
す
る
と
同
時
に
、
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
検

証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
両
説
を
批
判
的
に
検
討
し
、
羅
唐
戦
争

の
終
結
を
新
羅
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
追
究
し
た
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
に
お
け
る
新
羅

側
史
料
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『

三
国
史
記』
の
羅
唐
戦
争

関
連
記
事
は
、
中
国
史
料
よ
り
も
情
報
量
が
非
常
に
豊
富
で
あ
り
、

『

三
国
史
記』

の
他
の
時
代
の
記
述
と
比
べ
て
も
分
量
が
多
い
。
か
か

る
豊
富
な
記
事
に
新
羅
側
史
料
と
し
て
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
か
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
羅
人
の
視
点
が
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
中

に
ど
の
よ
う
に
残
存
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
文
武
王
一
四
・
一
五
年
条
に
現
れ
た
中
国
史
料
か
ら
の
引

用
記
事
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
引
用
記
事
が
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
の
な

か
で
果
た
し
て
い
る
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
文
武
王

一
五
年
条
が
不
可
解
な
記
事
配
列
に
な
っ
て
い
る
原
因
を
特
定
す
る
と

と
も
に
、
一
五
年
条
を

『

三
国
史
記』

の
文
脈
の
ま
ま
理
解
す
る
こ
と

が
必
ず
し
も
新
羅
側
の
視
点
に
立
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
。

第
三
に
、
新
羅
の
視
点
か
ら
見
て
羅
唐
戦
争
が
ど
の
よ
う
に
終
結
し

て
い
た
の
か
を
復
元
す
る
。
文
武
王
一
四
〜
一
六
年
条
の
羅
唐
戦
争
関

連
記
事
の
不
可
解
な
点
を
解
消
し
、
か
つ
新
羅
側
独
自
の
記
録
に
注
目

す
る
こ
と
で
、
新
羅
が
羅
唐
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
終
結
さ
せ
た
と
認
識

し
て
い
た
の
か
を
推
定
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
羅
唐

戦
争
直
後
に
お
け
る
新
羅
の
対
唐
意
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一

新
羅
所
伝
の
羅
唐
戦
争
記
事

(

１)

独
自
記
事
と
中
国
史
料
の
関
係

羅
唐
戦
争
に
関
連
す
る

『

三
国
史
記』

の
記
事
と
中
国
史
料
の
記
事

は
、
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
史
料
と
比
べ
た
と
き

に
、『

三
国
史
記』

の
記
事
の
独
自
性
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
認
め

ら
れ
る
の
か
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
検
討
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、
基
本
的
な
作
業
と
し
て
羅
唐
戦
争
に
関
連
す
る

『

三
国
史
記』

と

中
国
側
史
料
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
中
国
側
史
料
に
記
さ
れ
た
羅
唐
戦
争
の
全
貌
は
、
ほ
ぼ
【
表
１

中
国
側
史
料
の
羅
唐
戦
争
記
事
一
覧
】
の
通
り
で
あ
る
。
ジ
ェ
ミ
ス
ン

氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
詳
細
な
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
断
片
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的
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る

(

９)

。

次
に『

三
国
史
記』

の
記
事
の
文
脈
に
沿
っ
て
、

中
国
史
料
と
の
対
応
関
係
を
提
示
し
た
も
の
が

【
表
２

『

三
国
史
記』

新
羅
本
紀
の
羅
唐
戦
争

記
事
と
中
国
史
料
と
の
対
応
関
係
】
で
あ
る
。
中

国
史
料
よ
り
も

『

三
国
史
記』

の
ほ
う
が
詳
細
で

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、『

三
国
史
記』

の
記

事
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
史
料
の
記
事
と
対
応
し
て

い
な
い
点
で
あ
る
。
年
次
、
月
日
、
勝
敗
な
ど
の

内
容
に
至
る
ま
で
、『

三
国
史
記』

と
中
国
史
料

は
一
致
し
な
い
。
こ
う
し
た
中
国
史
料
に
対
応
す

る
も
の
の
な
い
記
事
を

『

三
国
史
記』

の
独
自
記

事
と
呼
び
た
い
。

他
方
で
、
完
全
に
一
致
す
る
記
事
も
存
在
す
る

が
、
そ
れ
ら
は
独
自
記
事
で
は
な
く
、
中
国
史
料

を
原
典
と
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
引
用
記

事
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
比
較
に
よ
っ
て
、『

三
国
史
記』

と
中

国
史
料
は
性
格
を
全
く
異
に
す
る
史
料
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
両
国
の
史
料
は
異
な
る
立
場
か
ら

記
述
さ
れ
て
お
り
、
一
致
し
な
い
こ
と
は
当
然
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、『

三
国
史
記』
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【表１ 中国側史料の羅唐戦争記事一覧】

年 次 出 来 事 出 典
咸亨元(670)４月 高句麗遺民鉗牟岑の反乱｡ (新)本紀､ (新)高麗伝※１､ (資)

高侃､ 李謹行､ 楊�らに高句
麗遺民征討に赴く｡

(新)本紀､ (資)

安舜､ 鉗牟岑を殺害､ 新羅へ
逃亡｡

(新)高麗伝､ (資)

年次不明 薛仁貴､ 新羅征討へ赴く (旧) (新)薛仁貴伝※２
咸亨２年７月 高侃､ 安市城で高句麗遺民を

破る｡
(新)高麗伝※３､ (資)

咸亨３年(672)12月 高侃､ 白水山(泉山)で高句麗
遺民軍・新羅軍を破る｡

(旧)本紀※４､ (新)高麗伝※３､ (資)

咸亨４年(673)閏５月 李謹行､ 高句麗遺民軍を瓠蘆
河(發盧河)で破る｡

(旧)本紀､ (新)高麗伝､ (資)､ (冊)

上元元年(674)２月 劉仁軌､ 李弼､ 李謹行に新羅
征討を命じる｡ また新羅王の
官爵を削除する｡

(旧) (新)本紀､ 劉仁軌伝､ (資)※５､ (冊)､ (会)

上元２年(675)２月 劉仁軌､ 七重城で新羅を破る｡ (旧)本紀､ (新)本紀､ 新羅伝､ (資)､ (冊)､ (会)
李謹行､ 買肖城で新羅を破る｡ (新)新羅伝､ (冊)､ (資)
新羅､ 遣使して唐に謝罪する｡ (旧)本紀､ (新)本紀､ 新羅伝､ (資)､ (冊)､ (会)

同年９月 新羅､ 唐に方物を献上する｡ (冊)

(旧) … 『旧唐書』 (新) … 『新唐書』 (資) … 『資治通鑑』 (冊) … 『冊府元亀』 (会) … 『唐会要』
※１ 『新唐書』 高麗伝では総章２年 (669) のこととなっており､ 咸亨元年以前の可能性もあるが､

他の史料が咸亨元年としているため､ ここでは咸亨元年の出来事とした｡
※２ 薛仁貴が何年に赴いたかは伝世文献では不明｡ 拙稿 ｢唐人郭行節墓誌からみえる羅唐戦争―六

七一年の新羅征討軍派遣問題を中心に｣ (『東洋学報』 96‒2､ 2014年) における出土墓誌史料を
用いた検討で671年に派遣されたことを指摘した｡

※３ 『新唐書』 高麗伝では月日の記述がないが､ 『資治通鑑』 の記事にそれぞれ従う｡
※４ 『旧唐書』 高宗本紀では､ 高侃が新羅軍を破った場所は横水とあるが､ 内容から白水の戦いと同

一の戦闘を指すと考えられる｡
※５ 『資治通鑑』 のみはこれを正月の出来事とする｡
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【表２ 『三国史記』 新羅本紀の羅唐戦争記事と中国史料との対応関係】

年 次 出 来 事 対応関係

文武王９年(669)５月 唐に謝罪使節派遣｡ ×

文武王10年(670)春正月 謝罪使良図死亡｡ ×

文武王10年３月 新羅の薛烏儒と高句麗の高延武が鴨緑江を越え､ 屋骨に布陣して
皆敦壌の靺鞨軍と対峙｡

×

文武王10年４月４日 新羅軍は皆敦壌の靺鞨軍を破り､ 白城へ退却｡ ×

文武王10年６月 高句麗遺民の牟岑が挙兵し安勝を擁立する｡ △

文武王10年６月 牟岑､ 新羅へ援助を要請｡ ×

文武王10年６月 新羅､ 安勝らを金馬渚に配置｡ ×

文武王10年７月 新羅と熊津都督府の講和失敗､ 新羅は百済の63城を攻め取る｡ ×

文武王10年８月１日 新羅､ 安勝を高句麗王に冊封する｡ ×

文武王11年(671)正月 新羅軍､ 百済を攻め熊津の南で戦う�｡ ×

文武王11年正月 新羅軍､ 舌口城で靺鞨と戦う｡ ×

文武王11年正月 新羅､ 唐軍の来襲に備えて甕浦に守備兵配置｡ ×

文武王11年６月 新羅軍､ 加林城を攻め､ 石城で唐軍と戦う｡ ×

文武王11年７月26日 薛仁貴の問責状届き､ 文武王は答書を出す｡ ×

文武王11年７月 新羅､ 所夫里州を設置する｡ ×

文武王11年９月 唐の高侃､ 平壌に到着｡ ×

文武王11年９月 高侃､ 帯方に侵入する｡ ×

文武王11年10月６日 新羅軍､ 唐の漕船を撃破する｡ ×

文武王12年(672)正月 新羅軍､ 百済の古省城を落とす｡ ×

文武王12年２月 新羅軍､ 百済の加林城を攻める｡ ×

文武王12年７月 高侃・李謹行軍､ 平壌に八つの陣営を築く｡ ×

文武王12年８月 唐軍､ 韓始城・馬邑城を落とし白水城に布陣｡ ×

文武王12年８月 新羅軍､ 唐軍と白水城で戦う｡ 緒戦は勝つも石門で大敗する�｡ △

文武王12年９月 新羅､ 唐に謝罪して貢物のほか､ 捕虜を送還｡ ×

文武王13年(673)７月 大吐が唐に内通して謀反｡ ×

文武王13年９月 徹川を派遣して西海を鎮守させる｡ ×

文武王13年９月 新羅軍､ 瓠瀘河・王逢河で戦い唐軍を破る｡ △

文武王13年冬 唐軍､ 牛岑城を落とす｡ ×

文武王13年冬 唐軍､ 大楊城・童子城を落とす｡ ×

文武王14年(674)正月 唐､ 劉仁軌らに新羅征討を命じる｡ 文武王の官爵を剥奪し金仁問
を新羅王に任命�｡ ○

※1

文武王14年９月 新羅､ 安勝を報徳王に封じる ×

文武王15年(675)２月 劉仁軌､ 七重城で新羅軍を破る｡ 新羅､ 唐に謝罪使節を派遣し､
官爵復活｡

○
※２

文武王15年２月 新羅､ 唐軍が契丹・靺鞨とともに来襲することを知り九軍を待機
させる｡

×

文武王15年９月 新羅軍が薛仁貴軍を泉城で破る｡ ×

文武王15年９月29日 李謹行軍､ 買肖城で新羅に敗れる�｡ △

文武王15年９月 新羅､ 唐に方物献上｡ ○
※３

文武王15年 新羅軍､ 阿達城で靺鞨と戦い､ 城主素那戦死�｡ ×
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文武王15年 新羅軍､ 七重城で唐軍と戦い､ 小守儒冬戦死｡ ×

文武王15年 新羅軍､ 赤木城で靺鞨と戦い､ 県令�起戦死｡ ×

文武王15年 新羅軍､ 石�城で唐軍と戦い､ 県令仙伯・悉毛戦死｡ ×

文武王16年(676)７月 新羅軍､ 道臨城で唐軍と戦い､ 県令居尸知戦死｡ ×

文武王16年11月 新羅軍､ 薛仁貴軍と伎伐浦で戦い､ 勝利｡ ×

【対応関係】
×…中国史料に全く記されていない情報を伝えるもの
△…中国史料と対応する記事があるが､ 異なった内容を伝えるもの
○…中国史料からの引用であるもの

【引用記事典拠】
※１… 『資治通鑑』 巻202・唐紀・上元元年正月条
※２… 『資治通鑑』 巻202・唐紀・上元２年２月条＋ 『新唐書』 巻222・新羅伝
※３… 『冊府元亀』 巻970・外臣部・朝貢３

注� この戦いで戦死した 『三国史記』 巻47・夫果伝にも同様の記述がある｡� 石門の戦いに関しては 『三国史記』 巻43・金�信伝下にもその戦いの様子が記されている｡� 『三国史記』 巻44・金仁問伝にも同様の記述がある｡� 『三国史記』 巻43・金�信伝下にもこの戦闘があったことを伝える記述があるが､ そこでは買蘇川
城と城名が記されている� この戦闘に関しては 『三国史記』 巻47・素那伝に詳細が記されているが､ そこでは春の出来事と
して描かれている｡
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【表３ 『三国史記』 新羅本紀中の日付記入記事一覧】

王代 王 名 年号 西暦 月 日 出来事
１ 赫居世 五鳳元年 前57 ４月丙辰 即位
１ 赫居世 ４年 前54 ４月辛丑 日蝕
１ 赫居世 24年 前34 ６月晦 日蝕
１ 赫居世 30年 前28 ４月晦 日蝕
１ 赫居世 32年 前26 ８月晦 日蝕
１ 赫居世 43年 前15 ２月晦 日蝕
１ 赫居世 54年 前４ ２月己酉 隕石
１ 赫居世 56年 前２ 正月晦 日蝕
１ 赫居世 59年 ２ ９月晦 日蝕
２ 南解次次雄 ３年 ６ 10月朔 日蝕
２ 南解次次雄 13年 16 ７月晦 日蝕
３ 儒理尼師今 なし
４ �解尼師今 なし
５ 婆娑尼師今 なし
６ �摩尼師今 13年 124 ９月晦 日蝕
６ �摩尼師今 16年 127 ７月朔 日蝕
７ 逸聖尼師今 ８年 141 ９月晦 日蝕
７ 逸聖尼師今 10年 143 ６月乙丑 天文
８ 阿達羅尼師今 13年 166 正月朔 日蝕
９ 伐休尼師今 ３年 186 ５月晦 日蝕
９ 伐休尼師今 11年 194 ６月晦 日蝕
10 奈解尼師今 ５年 200 ９月朔 日蝕
10 奈解尼師今 ６年 201 ３月朔 日蝕
11 助賁尼師今 なし
12 沾解尼師今 10年 256 10月晦 日蝕
12 沾解尼師今 15年 261 12月28日 王の薨去
13 味鄒尼師今 なし
14 儒礼尼師今 なし
15 基臨尼師今 なし
16 訖解尼師今 なし
17 奈勿尼師今 なし
18 実聖尼師今 なし
19 訥祗麻立干 なし
20 慈悲麻立干 22年 479 ２月３日 王の薨去
21 照知麻立干 なし
22 智証麻立干 なし
23 法興王 なし
24 真興王 33年 572 10月20日 八関筵会開催
25 真智王 ４年 579 ７月17日 薨去記事
26 真平王 31年 609 10月15日 山火事の鎮火
27 善徳王 15年 646 正月８日 善徳王薨去記事
28 真徳王 元年 647 正月17日 �曇の乱の処理
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28 真徳王 ５年 651 正月朔 賀正記事
29 武烈王 ７年 660 ５月26日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ６月18日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ６月21日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ７月９日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ７月12日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ７月13日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ７月18日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ７月29日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ８月２日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ８月26日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ９月３日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ９月23日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 ９月28日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 10月９日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 10月18日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 10月30日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 11月１日 高句麗戦役
29 武烈王 ７年 660 11月５日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 11月７日 百済戦役
29 武烈王 ７年 660 11月22日 百済戦役
29 武烈王 ８年 661 ３月５日 百済残党征討
29 武烈王 ８年 661 ３月12日 百済残党征討
29 武烈王 ８年 661 ４月19日 百済残党征討
29 武烈王 ８年 661 ５月９日 (11日) 高句麗戦役
30 文武王 元年 661 ７月17日 高句麗戦役
30 文武王 元年 661 ９月19日 百済残党征討
30 文武王 元年 661 ９月25日 百済残党征討
30 文武王 元年 661 ９月27日 百済残党征討
30 文武王 元年 661 10月29日 唐使の来訪
30 文武王 ２年 662 正月18日 高句麗戦役
30 文武王 ２年 662 正月23日 高句麗戦役
30 文武王 ２年 662 ２月１日 高句麗戦役
30 文武王 ２年 662 ２月６日 高句麗戦役
30 文武王 ３年 663 10月21日 百済残党征討
30 文武王 ３年 663 11月４日 百済残党征討
30 文武王 ４年 664 ８月14日 地震
30 文武王 ７年 667 11月11日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 ６月12日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 ６月21日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 ６月22日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 ６月27日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 ６月29日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 ７月16日 高句麗戦役
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30 文武王 ８年 668 ９月21日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 10月22日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 10月25日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 11月５日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 11月６日 高句麗戦役
30 文武王 ８年 668 11月18日 高句麗戦役
30 文武王 ９年 669 ２月21日 文武王の教書
30 文武王 10年 670 ４月４日 羅唐戦争
30 文武王 11年 671 ７月26日 羅唐戦争
30 文武王 11年 671 10月６日 羅唐戦争
30 文武王 13年 673 ７月１日 金�信の死亡
30 文武王 15年 675 ９月29日 羅唐戦争
30 文武王 21年 681 正月朔 天変地異
30 文武王 21年 681 ７月１日 王の薨去
31 神文王 元年 681 ８月８日 謀反鎮圧
31 神文王 元年 681 ８月13日 謀反鎮圧
31 神文王 元年 681 ８月16日 謀反鎮圧
31 神文王 元年 681 ８月28日 謀反鎮圧
31 神文王 ９年 689 閏９月26日 御幸
31 神文王 11年 691 ３月１日 立太子
31 神文王 11年 691 ３月13日 大赦
32 孝昭王 なし
33 聖徳王 なし
34 孝成王 なし
35 景徳王 20年 761 正月朔 天文
35 景徳王 23年 764 12月11日 天文
36 恵恭王 ６年 770 ５月11日 天文
36 恵恭王 ６年 770 ６月12日 天文
36 恵恭王 ６年 770 ６月29日 怪異
37 宣徳王 ６年 785 正月13日 王の薨去
38 元聖王 ５年 789 正月朔 日蝕
38 元聖王 ８年 792 11月朔 日蝕
38 元聖王 14年 798 12月29日 王の薨去
39 昭聖王 なし
40 哀荘王 ２年 801 ５月朔 日蝕
40 哀荘王 ９年 808 ７月朔 日蝕
41 憲徳王 ７年 815 ８月朔 日蝕
41 憲徳王 10年 818 ６月朔 日蝕
41 憲徳王 13年 821 12月29日 天災
41 憲徳王 14年 822 ３月18日 金憲昌の乱
41 憲徳王 14年 822 ４月13日 怪異
41 憲徳王 14年 822 ７月12日 怪異
41 憲徳王 15年 823 正月５日 怪異
41 憲徳王 15年 823 正月９日 怪異



の
戦
役
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
と
こ
ろ
に
も
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
二
人

の
王
の
時
期
を
除
い
た
日
付
記
入
記
事
は
、
王
の
即
位
・
薨
去
記
事
、

謀�
に
関
連
す
る
記
事
な
ど
の
例
外
が
一
部
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね

天
文
関
連
の
記
事
で
あ
り
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
事
件
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
後
世
の
追
記
も
多
い
と
思
わ
れ
る

(�)

。

こ
の
よ
う
な
史
料
状
況
か
ら
考
え
て
、
羅
唐
戦
争
期
を
も
含
め
た
武

烈
王
・
文
武
王
の
本
紀
に
は
、
他
の
本
紀
と
は
異
な
る
原
典
、
つ
ま
り

性
格
の
異
な
る
史
料
が
用
い
ら
れ
た
蓋
然
性
は
高
い
。
で
は
、
そ
れ
は

い
か
な
る
史
料
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

新
羅
で
は
六
世
紀
の
真
興
王
代
に
は
国
史
が
既
に
編
纂
さ
れ
て
い
た

と
い
う

(�)

。
そ
の
よ
う
な
国
家
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
記
録
も
当
該
時
期

の
原
典
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
時
期
の
記
録
と
比
べ

て
、
武
烈
王
・
文
武
王
の
本
紀
に
日
付
記
入
記
事
が
格
別
に
集
中
す
る

理
由
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
武
烈
王
・
文
武
王
の
時
代
に
日
付
記
入

記
事
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
と
、
戦
役
に
関
わ
る
記
事
が
多
い
こ
と
に

着
目
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
注
目
す
べ
き
は
時
期
で
あ
る
。
武
烈
王
・
文
武
王
の
在
位
期

間
と
重
複
す
る
時
代
の
文
献
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
原
典
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が

『

三
国
史
記』

巻

四
三
・
金�
信
伝
下
の
次
の
記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

�
信
玄
孫
新
羅
執
事�
長�
、
作
行�
十
卷
。
行�
世
、
頗
多
釀

辭
。
故
刪
落
之
、
取
其
可
書�
爲
之
傳
。

�
信
の
玄
孫
新
羅
執
事�
長�
、
行�
十
卷
を
作
す
。
世
に
行
わ
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41 憲徳王 15年 823 ４月12日 天文
42 興徳王 11年 836 正月朔 日蝕
43 僖康王 なし
44 閔哀王 ２年 839 閏正月19日 金陽の反乱
45 神武王 元年 839 ７月23日 王の薨去
46 文聖王 ６年 844 ２月朔 日蝕
46 文聖王 ７年 845 12月朔 怪異
47 憲安王 ５年 861 正月29日 王の薨去
48 景文王 15年 875 ７月８日 王の薨去
49 憲康王 ６年 880 ９月９日 怪異
49 憲康王 11年 885 10月壬子 天文
49 憲康王 12年 886 ７月５日 王の薨去
50 定康王 ２年 887 ７月５日 王の薨去
51 真聖王 ３年 889 ３月朔 日蝕
51 真聖王 ４年 890 正月15日 王の御幸
51 真聖王 11年 897 12月乙巳 王の薨去
52 孝恭王 15年 911 正月朔 日蝕
53 神徳王 なし
54 景明王 なし
55 景哀王 なし
56 敬順王 なし



る
る
も
、
頗
る
釀
辭
多
し
。
故
に
之
を
刪
落
し
て
、
其
の
書
く
べ

き�
を
取
り
之
れ
傳
と
爲
す
。

と
あ
る
。
右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
金�
信
の
玄
孫
に
あ
た
る
金
長
清
な

る
人
物
が
行
録
と
い
う
金�
信
に
関
す
る
伝
記
を
作
成
し
、『

三
国
史

記』

の
編
纂
者
は
こ
れ
を
省
略
し
て
立
伝
し
た
と
い
う
。

金�
信
は
、
武
烈
王

(

金
春
秋)

と
と
も
に
活
躍
し
た
将
軍
で
あ
り
、

新
羅
の
統
一
に
貢
献
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
列
伝
は
、

『

三
国
史
記』

の
な
か
で
も
上
・
中
・
下
に
分
か
れ
る
長
編
で
あ
り
、

特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
新
羅
の
三
国
統
一
過
程
に
関
す
る

詳
細
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
史
料
で
あ
る
。
そ
の
原
典
と
な
っ
た

と
い
わ
れ
る
金�
信
行
録
は
、
金�
信
の
生
涯
の
活
躍
を
描
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
金�
信
の
活
動
し
た
時
期
が
武
烈
王
・
文
武
王
の
時
期
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
さ
ら
に
金�
信
行
録
は
本
紀
の
原
典
と
し
て
も
使
用
さ
れ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
時
期
の
充
実
し
た

記
述
の
背
景
に
は
、
金�
信
行
録
と
い
う
新
羅
人
の
手
に
よ
る
史
料
が

原
典
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
は
軍
功
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
日
付
記
入
記

事
の
ほ
と
ん
ど
は
、
戦
役
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
何
ら
か
の
詳
細
な
軍
事
的
記
録
が
原
典
と
な
っ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
そ
れ
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
史
料
が
あ
る
。

一
つ
は
、『

三
国
史
記』

巻
七
・
新
羅
本
紀
・
文
武
王
一
一
年

(

六
七

一)

七
月
二
六
日
条
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
唐
の
新
羅
征
討
軍
総
管
薛
仁

貴
に
よ
る
問
責
状
が
新
羅
の
文
武
王
に
送
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ

の
書
状
に
対
す
る
文
武
王
の
返
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
文
武
王
の
書

状
中
に
は
、

(

乾
封
三
年)

英
公
漏
云
、
新
羅
前
失
軍
期
、
亦
須
計
定
。
新
羅

兵
士
、
得
聞
此
語
、
更
増
怕
懼
。
又
立
功
軍
將
竝�
入
朝
。
已
到

京
下
、�
云
、
今
新
羅
竝
無
功
。
夫
軍
將
歸
來
、
百
姓
更
加
怕
懼
。

(

乾
封
三
年

[

六
六
八])

英
公
漏
ら
し
て
云
わ
く

｢

新
羅
前さ
き

に
軍

期
を
失
す
る
こ
と
も
、
亦
た
須
ら
く
計か

ぞ

え
て
定
む
べ
し｣

と
。
新

羅
の
兵
士
、
此
の
語
を
聞
き
得
た
れ
ば
、
更
に
怕
懼
を
増
す
。
又

た
功
を
立
つ
る
軍
將
、
竝
び
に�
さ
れ
入
朝
し
、
已
に
京
下
に
到

る
。�
ち
云
わ
く

｢

今
新
羅
竝
び
に
功
無
し｣

と
。
夫
れ
軍
將
歸

り
來
た
る
に
、
百
姓
更
に
怕
懼
を
加
う
。

と
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
六
六
八
年
、
唐
・
新
羅
連

合
軍
が
高
句
麗
を
滅
亡
さ
せ
た
際
、
新
羅
が
軍
功
を
挙
げ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
軍
規
違
反
に
問
わ
れ
、
功
労
を
正
当
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
説
明
し
、
新
羅
が
唐
に
対
し
て
敵
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

を
釈
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の
文
書
中
の
傍
線
部

に
注
目
し
た
い
。
新
羅
の
軍
将
の
功
労
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
唐
朝
に

伝
え
ら
れ
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
的
な
軍
功
記
録

が
新
羅
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
新
羅
人
自
身
が
軍
事
的
な
働
き
に
つ
い
て
の
記
録
を
残
し
て
い

た
傍
証
と
し
て
、
先
述
の
金�
信
伝
に
は
、

�
章
元
年
。
唐
皇
帝�
策
英
公
之
功
、
遂
遣
使
宣
慰
濟
師
助
戰
、
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�
賜
金
帛
。
亦
授
詔
書
於�
信
、
以
襃
奬
之
、
且
諭
入
朝
而
不
果

行
。
其
詔
書
傳�
家
、
至
五
世
孫
失
焉
。

�
章
元
年

(

六
六
八)

。
唐
皇
帝
、�
に
英
公
の
功
を
策
し
て
、

遂
に
使
を
遣
わ
し
師
を
濟す

く

い
戰
を
助
く
る
を
宣
慰
し
、�
ね
て
金

帛
を
賜
う
。
亦
た
詔
書
を�
信
に
授
け
、
以
て
之
を
襃
奬
し
、
且

つ
入
朝
を
諭
す
も
果
し
て
行
か
ず
。
其
の
詔
書
、
家
に
傳
わ
る
も
、

五
世
孫
に
至
り
て
失
わ
る
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
金�
信
が
そ
の
功
労
を
唐
の
皇
帝
か
ら
賞
さ
れ

た
詔
書
を
後
裔
が
保
管
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
金�

信
が
軍
功
に
関
わ
る
証
拠
を
保
存
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
前
述
の
と

お
り
、
新
羅
が
将
士
の
軍
事
的
功
績
を
記
録
し
て
い
た
こ
と
と
あ
わ
せ

て
考
え
る
な
ら
ば
、
金�
信
以
外
の
武
将
も
当
然
、
自
身
の
軍
事
的
功

績
に
関
す
る
記
録
を
保
管
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
の
戦
争
は
、
新
羅
の
勢
力
拡
大
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要

な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
各
将
士
は
、
自
身
の
武
功
を
記
録
、

保
管
し
て
お
り
、
新
羅
国
家
も
公
的
に
記
録
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
武
烈
王
・
文
武
王
の
二
代
に
戦
役
に
関
す
る
詳
細

な
記
事
が
充
実
し
て
い
る
の
は
、
新
羅
人
自
身
が
残
し
た
軍
事
的
記
録

が
豊
富
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

『

三
国
史
記』

の
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
の
う
ち
独
自
記
事
は
、
新
羅

人
の
手
に
よ
る
原
典
を
持
ち
、
新
羅
側
の
視
点
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い

る
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
中
国
史
料
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
叙
述

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
新
羅
側
史
料
と
し
て
の
独
自

性
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
池
内
説
の
よ
う
に
中

国
側
史
料
の
文
脈
に
あ
わ
せ
て
、『

三
国
史
記』

の
記
事
を
移
動
さ
せ

る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。

二

錯
乱
問
題
と
中
国
史
料
引
用
記
事

(

１)

引
用
記
事
の
原
典

『

三
国
史
記』

を
む
や
み
に
移
動
さ
せ
る
池
内
説
の
方
法
は
穏
当
で

は
な
い
。
と
は
い
え
、
文
武
王
一
五
年
条
が
非
常
に
不
可
解
な
構
成
に

な
っ
て
い
る
こ
と
も
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。

問
題
と
な
る

『

三
国
史
記』

新
羅
本
紀
の
記
事
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

な
お
こ
こ
で
使
用
す
る
記
号

[

Ａ
〜
Ｏ]

は
、
池
内
・
古
畑
両
氏
が
使

用
し
て
い
る
も
の
と
同
一
で
あ
り
、
不
必
要
な
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

本
稿
も
そ
れ
に
従
う
。
た
だ
し
、
本
稿
は
一
四
年
正
月
条
も
あ
わ
せ
て

検
討
す
る
た
め
、
一
四
年
正
月
条
を
便
宜
上

[

Ｘ]

と
す
る
。

Ｘ

『

三
国
史
記』

巻
七
・
新
羅
本
紀
・
文
武
王
一
四
年

(

六
七
四)

正
月
条

王�
高
句
麗�
衆
、
又
據
百
濟
故
地
、
使
人
守
之
。

唐
高
宗
大

怒
詔�
王
官
爵
。
王
弟
右
驍
衞
員
外
大
將
軍
臨
海
郡
公
仁
問
在
京

師
、
立
以
爲
新
羅
王
、
使
歸
國
。
以
左
庶
子
同
中
書
門
下
三
品
劉

仁
軌
爲�
林�
大�
管
、
衞
尉�
李
弼
・
右
領
軍
大
將
軍
李�
行

副
之
、
發
兵
來
討
。

王
、
高
句
麗
の�
衆
を�
め
、
又
た
百
濟
の
故
地
に
據
り
て
、
人
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を
し
て
之
を
守
ら
し
む
。
唐
高
宗
、
大
い
に
怒
り
て
詔
し
て
王
の

官
爵
を�
ら
し
む
。
王
弟
右
驍
衞
員
外
大
將
軍
臨
海
郡
公
仁
問
、

京
師
に
在
る
に
、
立
て
て
以
て
新
羅
王
と
爲
し
、
歸
國
せ
し
め
ん

と
す
。
左
庶
子
同
中
書
門
下
三
品
劉
仁
軌
を
以
て�
林�
大�
管

と
爲
し
、
衞
尉�
李
弼
・
右
領
軍
大
將
軍
李�
行
も
て
之
に
副
と

し
、
兵
を
發
し
て
來
討
せ
し
め
ん
と
す
。

Ａ
文
武
王
一
五
年

(
六
七
五)

二
月
条

二
月
。
劉
仁
軌
破
我
兵�
七
重
城
。
仁
軌
引
兵�
、
詔
以
李�
行

爲
安
東
鎭
撫
大
使
、
以
經
略
之
。
王
乃�
使
入
貢
且
謝
罪
。
帝
赦

之
復
王
官
爵
。
金
仁
問
中
路
而�
改
封
臨
海
郡
公
。

二
月
。
劉
仁
軌
、
我
が
兵
を
七
重
城
に
破
る
。
仁
軌
、
兵
を
引
き

て�
る
に
、
詔
し
て
李�
行
を
以
て
安
東
鎭
撫
大
使
と
爲
し
、
以

て
之
を
經
略
せ
し
め
ん
と
す
。
王
、
乃
ち
使
を�
わ
し
入
貢
し
且

つ
謝
罪
せ
し
む
。
帝
、
之
を
赦
し
王
の
官
爵
を
復
す
。
金
仁
問
、

中
路
に
し
て�
り
改
め
て
臨
海
郡
公
に
封
ぜ
ら
る
。

Ｂ
文
武
王
一
五
年

(

六
七
五)

二
月
条

然
多
取
百
濟
地
、�
抵
高
句
麗
南
境
爲
州
郡
。

然
る
に
多
く
百
濟
の
地
を
取
り
、�
に
高
句
麗
の
南
境
に
抵い

た

り
州

郡
と
爲
す
。

Ｃ
同
年
二
月
条

聞
唐
兵
與
契
丹
靺
鞨
兵
來�
、
出
九
軍
待
之
。

唐
兵
、
契
丹
・
靺
鞨
兵
と
來�
せ
ん
と
す
る
を
聞
き
、
九
軍
を
出

だ
し
之
を
待
つ
。

Ｄ
同
年
九
月
条

秋
九
月
。
薛
仁
貴
以
宿
衞
學
生
風
訓
之
父
金
眞
珠
伏
誅
於
本
國
、

引
風
訓
爲�
導
來
攻
泉
城
。
我
將
軍
文
訓
等�
戰
勝
之
、
斬
首
一

千
四
百
級
、
取
兵
船
四
十
艘
。
仁
貴
解
圍�
走
。
得
戰
馬
一
千
匹
。

秋
九
月
。
薛
仁
貴
、
宿
衞
學
生
風
訓
の
父
金
眞
珠
の
本
國
に
伏
誅

す
る
を
以
て
、
風
訓
を
引
き�
導
と
爲
し
、
泉
城
に
來
攻
す
。
我

が
將
軍
文
訓
等
、�
戰
し
て
之
に
勝
ち
、
斬
首
す
る
こ
と
一
千
四

百
級
、
兵
船
を
取
る
こ
と
四
十
艘
な
り
。
仁
貴
、
圍
み
を
解
き
て

�
走
す
。
戰
馬
を
得
る
こ
と
一
千
匹
な
り
。

Ｅ
同
年
九
月
二
九
日
条

二
十
九
日
。
李�
行
率
兵
二
十
萬
屯
買�
城
。
我
軍�
走
之
、
得

戰
馬
三
萬
三
百
八
十
匹
。
其
餘
兵
仗
稱
是
。

二
十
九
日
。
李�
行
、
兵
二
十
萬
を
率
い
て
買�
城
に
屯
す
。
我

が
軍
、
之
を�
走
し
、
戰
馬
三
萬
三
百
八
十
匹
を
得
た
り
。
其
の

餘
の
兵
仗
も
是
に
稱ひ

と

し
。

Ｆ
同
年
九
月
条

�
使
入
唐
貢
方
物
。

使
を�
わ
し
唐
に
入
り
方
物
を
貢
ず
。

Ｇ
同
年
九
月
条

�
安
北
河
設
關
城
、
又
築
鐵
關
城
。

安
北
河
に�よ

り
て
關
城
を
設
け
、
又
た
鐡
關
城
を
築
く
。

Ｈ
同
年
条

靺
鞨
入
阿�
城
却
掠
。
城
主
素
那�
戰
死
之
。
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靺
鞨
、
阿�
城
に
入
り
却
掠
す
。
城
主
素
那
、�
戰
す
る
も
之
に

死
す
。

Ｉ
同
年
条

唐
兵
與
契
丹
・
靺
鞨
兵
來
圍
七
重
城
、
不
克
。
小
守
儒
冬
死
之
。

唐
兵
、
契
丹
・
靺
鞨
兵
と
來
た
り
て
七
重
城
を
圍
む
も
、
克
た
ず
。

小
守
儒
冬
、
之
に
死
す
。

Ｊ
同
年
条

靺
鞨
又
圍
赤
木
城
滅
之
。
縣
令�
起
率
百
姓
拒
之
、
力
竭�
死
。

靺
鞨
、
又
た
赤
木
城
を
圍
み
之
を
滅
ぼ
す
。
縣
令�
起
、
百
姓
を

率
い
て
之
を
拒ふ

せ

ぐ
も
、
力
竭
き
て
倶と
も

に
死
す
。

Ｋ
同
年
条

唐
兵
又
圍
石�
城
拔
之
。
縣
令
仙
伯
・
悉
毛
等
力
戰
死
之
。

唐
兵
、
又
た
石�
城
を
圍
み
之
を
拔
く
。
縣
令
仙
伯
・
悉
毛
等
、

力
戰
す
る
も
之
に
死
す
。

Ｌ
同
年
条

又
我
兵
與
唐
兵
大
小
十
八
戰
、
皆
勝
之
。
斬
首
六
千
四
十
七
級
、

得
戰
馬
二
百
匹
。

又
た
我
が
兵
、
唐
兵
と
大
小
十
八
戰
し
て
、
皆
な
之
に
勝
つ
。
斬

首
す
る
こ
と
六
千
四
十
七
級
、
戰
馬
を
得
る
こ
と
二
百
匹
な
り
。

Ｍ
文
武
王
一
六
年

(

六
七
六)

七
月
条

唐
兵
來
攻
道
臨
城
拔
之
。
縣
令
居
尸
知
死
之
。

唐
兵
、
來
た
り
て
道
臨
城
を
攻
め
之
を
拔
く
。
縣
令
居
尸
知
、
之

に
死
す
。

Ｎ
同
年
一
一
月
条

冬
十
一
月
。
沙�

施
得
領
船
兵
、
與
薛
仁
貴
戰��
夫
里
州
伎
伐

浦
、
敗
績
。

冬
十
一
月
。
沙�

施
得
、
船
兵
を
領
し
、
薛
仁
貴
と�
夫
里
州
伎

伐
浦
に
戰
う
も
、
敗
績
す
。

Ｏ
同
年
一
一
月
条

又�
大
小
二
十
二
戰
克
之
。
斬
首
四
千
餘
級
。

又
た�
み
て
大
小
二
十
二
戰
し
て
之
に
克
つ
。
斬
首
す
る
こ
と
、

四
千
餘
級
な
り
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
る
と
、
新
羅
の
謝
罪
に
よ
っ
て
戦
争
が
終
結
し

た[

記
事
Ａ
・
Ｂ]

と
み
ら
れ
る
直
後
に
、
唐
軍
が
来
攻
し[

記
事
Ｃ]

、

唐
軍
と
交
戦
中
で
あ
る

[

記
事
Ｄ
・
Ｅ]

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
羅
が

朝
貢
し
た
と
い
う

[

記
事
Ｆ]

。
そ
の
後
も
翌
年
ま
で
戦
役
が
続
い
た

こ
と
に
な
る
。

こ
の
一
五
年
条
の
不
可
解
さ
を
池
内
氏
は

｢

錯
乱｣

と
呼
び
、『

三

国
史
記』

の
記
事
が
信
用
で
き
な
い
大
き
な
根
拠
と
し
て
き
た
。
だ
が
、

古
畑
氏
に
よ
れ
ば
、
文
武
王
一
五
年
条
は
、

二
月
条
＝

[

Ａ]
[

Ｂ]
[

Ｃ]

九
月
条
＝

[

Ｄ]
[

Ｅ]
(

戦
役
記
事)

[

Ｆ]
[

Ｇ]
(

戦
役
無
関
係
の
九
月
記
事)

日
付
無
関
係
記
事
＝

[

Ｈ]
[

Ｉ]
[

Ｊ]
[

Ｋ]

(

地
方
城
主
の
奮
戦
・
戦
死
記
事)

[

Ｌ]
(

戦
役
総
括
記
事)
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と
い
う
規
則
性
の
あ
る
配
列
に
な
っ
て
お
り
、
粗
雑
で
も
な
く
錯
乱
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

一
方
、
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
は
、
新
羅
人
の
視
点
を
尊
重
す
る
と
い
う
立

場
か
ら
、『
三
国
史
記』

の
記
述
を
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
る
手
法
を
と
っ

た
。
そ
の
後
の
研
究
で
も
、
不
可
解
な
記
事
配
列
を
い
か
に
整
合
的
に

理
解
す
る
の
か
と
い
う
作
業
が
行
わ
れ
て
き
た

(�)
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
方
法
は
必
ず
し
も
新
羅
人
の
視
点
に
迫
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

そ
こ
で

『

三
国
史
記』

の
引
用
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
の
検
討
を
通
じ
、
引
用
記
事
が
存
在
す
る
こ
と
で
一
五
年
条
が
錯
乱

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
と
、
一
五
年
条
の
記
事
配

列
を
新
羅
人
の
視
点
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。さ

て
、
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
の
う
ち
、
引
用
記
事
は[
Ｘ
・
Ａ
・
Ｂ
・

Ｆ]

の
四
つ
だ
け
で
あ
る
。
引
用
記
事
の
出
典
に
関
す
る
考
証
は
す
で

に
池
内
氏
が
行
っ
て
お
り

(�)
、
本
稿
も
そ
の
見
解
を
参
照
し
つ
つ
、
四
つ

の
記
事
の
出
典
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

文
武
王
一
四
年
正
月
条

[

記
事
Ｘ]

は
、
次
の

『

資
治
通
鑑』

巻
二

〇
二
・
唐
紀
・
上
元
元
年

(

六
七
四)

正
月
壬
午
条
の
引
用
で
あ
る
。

春
正
月
壬
午
。
以
左
庶
子
同
中
書
門
下
三
品
劉
仁
軌
爲�
林�
大

總
管
、
衞
尉�
李
弼
・
右
領
軍
大
將
軍
李�
行
副
之
、
發
兵
討
新

羅
。
時
新
羅
王
法
敏��
高
麗�
衆
、
又
據
百
濟
故
地
、
使
人
守

之
。
上
大
怒
、
詔�
法
敏
官
爵
、
其
弟
右
驍
衞
員
外
大
將
軍
臨
海

郡
公
仁
問
在
京
師
、
立
以
爲
新
羅
王
、
使
歸
國
。

春
正
月
壬
午
。
左
庶
子
同
中
書
門
下
三
品
劉
仁
軌
を
以
て�
林�

大
總
管
と
爲
し
、
衞
尉�
李
弼
・
右
領
軍
大
將
軍
李�
行
も
て
之

に
副
と
し
、
兵
を
發
し
て
新
羅
を
討
た
ん
と
す
。
時
に
新
羅
王
法

敏
、�
に
高
麗
の�
衆
を�
め
、
又
た
百
濟
の
故
地
に
據
り
て
、

人
を
し
て
之
を
守
ら
し
む
。
上
、
大
い
に
怒
り
て
、
詔
し
て
法
敏

の
官
爵
を�
り
て
、
其
の
弟
右
驍
衞
員
外
大
將
軍
臨
海
郡
公
仁
問

の
京
師
に
在
る
に
、
立
て
て
以
て
新
羅
王
と
爲
し
、
歸
國
せ
し
め

ん
と
す
。

と
あ
り
、
新
羅
王
が
主
語
と
な
り
、
い
く
つ
か
の
言
葉
の
順
序
が
入
れ

替
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
基
本
的
な
内
容
に
変
化
は
な
い
。
な
お
、
新

羅
の
征
討
軍
を
派
遣
す
る
記
事
は
他
の
中
国
史
書
に
も
存
在
す
る
が
、

[

記
事
Ｘ]

は

『

資
治
通
鑑』

を
引
用
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
他
の

史
書
は
上
元
元
年
二
月
条
の
こ
と
と
し
て
い
る
な
か
で

(�)

、『

資
治
通
鑑』

だ
け
が
正
月
条
の
こ
と
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

文
武
王
一
五
年
二
月
条

[

記
事
Ａ]

は
、『

資
治
通
鑑』

巻
二
〇
二
・

唐
紀
・
上
元
二
年

(

六
七
五)

二
月
条
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

二
月
。
劉
仁
軌
大
破
新
羅
之
衆�
七
重
城
。
又
使
靺
鞨�
海
、
略

新
羅
之
南
境
、
斬
獲
甚
衆
。
仁
軌
引
兵�
。
詔
以
李�
行
爲
安
東

鎭
撫
大
使
、
屯
新
羅
之
買�
城
以
經
略
之
。
三
戰
皆
捷
。
新
羅
乃

�
使
入
貢
且
謝
罪
。
上
赦
之
、
復
新
羅
王
法
敏
官
爵
。
金
仁
問
中

道
而�
、
改
封
臨
海
郡
公
。

二
月
。
劉
仁
軌
、
新
羅
の
衆
を
七
重
城
に
大
い
に
破
る
。
又
た
靺
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鞨
を
し
て
海
に�
か
べ
、
新
羅
の
南
境
を
略
せ
し
め
、
斬
獲
す
る

こ
と
甚
だ
衆お

お

し
。
仁
軌
、
兵
を
引
き
て�
る
。
詔
し
て
李�
行
を

以
て
安
東
鎭
撫
大
使
と
爲
し
、
新
羅
の
買�
城
に
屯
し
以
て
之
を

經
略
せ
し
め
ん
と
す
。
三
戰
し
て
皆
な
捷か

つ
。
新
羅
、
乃
ち
使
を

�
わ
し
て
入
貢
し
、
且
つ
謝
罪
す
。
上
、
之
を
赦
し
、
新
羅
王
法

敏
の
官
爵
を
復
す
。
金
仁
問
、
中�
に
し
て�
り
、
改
め
て
臨
海

郡
公
に
封
ず
。

と
あ
り
、
一
部
語
句
が
省
略
さ
れ
、
か
つ
李
謹
行
に
よ
る
買
肖
城
戦
闘

の
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、[

記
事
Ａ]

の
典
拠
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

続
く

[

記
事
Ｂ]

は

『

新
唐
書』

巻
二
二
〇
・
新
羅
伝
か
ら
引
用
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

上
元
二
年
二
月
。
仁
軌
破
其
衆�
七
重
城
、
以
靺
鞨
兵�
海
略
南

境
、
斬
獲
甚
衆
。
詔
李�
行
爲
安
東
鎭
撫
大
使
、
屯
買�
城
三
戰
、

虜
皆
北
。
法
敏�
使
入
朝
謝
罪
、
貢�
相
望
。
仁
問
乃�
辭
王
、

詔
復
法
敏
官�
。
然
多
取
百
濟
地
、
遂
抵
高
麗
南
境
矣
。
置�
・

良
・
康
・
熊
・
全
・
武
・
漢
・
朔
・
溟
九
州
。
州
有�
督
統
郡
十

或
二
十
。
郡
有
大
守
、
縣
有
小
守
。

上
元
二
年
二
月
。
仁
軌
、
其
の
衆
を
七
重
城
に
破
り
、
靺
鞨
兵
を

以
て
海
を�
か
び
南
の
境
を
略
せ
し
め
、
斬
獲
す
る
こ
と
甚
だ
衆お

お

し
。
詔
し
て
李�
行
も
て
安
東
鎭
撫
大
使
と
爲
し
、
買�
城
に
屯

し
て
三
戰
す
る
に
、
虜
皆
な
北に

ぐ
。
法
敏
、
使
を�
わ
し
て
入
朝

し
謝
罪
し
、�

を
貢
ず
る
こ
と
相
い
望
む
。
仁
問
、
乃
ち�
り
て

王
を
辭
す
れ
ば
、
詔
し
て
法
敏
の
官�
を
復
せ
し
む
。
然
る
に
多

く
百
濟
の
地
を
取
り
、
遂
に
高
麗
の
南
境
に
抵い

た

る
。�
・
良
・
康
・

熊
・
全
・
武
・
漢
・
朔
・
溟
の
九
州
を
置
く
。
州
に�
督
有
り
郡

十
、
或
は
二
十
を
統
ず
。
郡
に
大
守
有
り
、
縣
に
小
守
有
り
。

と
あ
り
、
傍
線
部
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
買

肖
城
の
戦
闘
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
文
武
王
一
五
年
九
月
二
九

日
条

[

記
事
Ｅ]

に
新
羅
側
の
所
伝
に
よ
る
買
肖
城
戦
闘
の
記
事
が
あ

り
、
そ
れ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

文
武
王
一
五
年
九
月
条

[

記
事
Ｆ]

は
、『

冊
府
元
亀』

巻
九
七
〇
・

外
臣
部
・
朝
貢
三
に
、

九
月
。
新
羅
王
金
法
敏
、�
使
獻
方
物
。

九
月
。
新
羅
王
金
法
敏
、
使
を�
わ
し
て
方
物
を
獻
ず
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

２)

中
国
史
料
の
引
用
意
図

そ
れ
で
は
、
中
国
史
料
は
何
の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
引
用
記
事
の
機
能
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

先
述
し
た

『

資
治
通
鑑』

上
元
元
年
正
月
条
を
引
用
し
た
記
事
が

『

三

国
史
記』

で
は

[

記
事
Ｘ]

の
他
に
二
か
所
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
手

掛
か
り
と
な
る
。
一
つ
は
、『

三
国
史
記』

巻
四
四
・
金
仁
問
伝
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
、

上
元
元
年
。
文
武
王�
高
句
麗�
衆
、
又
據
百
濟
故
地
。
唐
皇
帝

大
怒
、
以
劉
仁
軌
爲
鷄
林�
大�
管
、
發
兵
來
討
、
詔�
王
官�
。
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時
仁
問
爲
右
驍
衞
員
外
大
將
軍
臨
海
郡
公
在
京
師
、
立
以
爲
王
、

令
歸
國
以
代
其
兄
。
仍
策
爲�
林
州
大�
督
開
府
儀
同
三
司
。
仁

問
懇
辭
、
不
得
命
、
遂
上�
。
會
王�
使
入
貢
且
謝
罪
。
皇
帝
赦

之
復
王
官�
。
仁
問
中
路
而�
亦
復
前
銜
。

上
元
元
年
。
文
武
王
、
高
句
麗
の�
衆
を�
め
、
又
た
百
濟
の
故

地
に
據
る
。
唐
皇
帝
、
大
い
に
怒
り
、
劉
仁
軌
を
以
て�
林�
大

�
管
と
爲
し
、
兵
を
發
し
て
來
討
せ
し
め
ん
と
し
、
詔
し
て
王
の

官�
を�
ら
し
む
。
時
に
仁
問
、
右
驍
衞
員
外
大
將
軍
臨
海
郡
公

た
り
て
京
師
に
在
る
に
、
立
て
て
以
て
王
と
爲
し
、
歸
國
し
て
以

て
其
の
兄
に
代
え
し
め
ん
と
す
。
仍
り
て
策
し
て�
林
州
大�
督

開
府
儀
同
三
司
と
爲
す
。
仁
問
、
懇
ろ
に
辭
し
、
命
を
得
ず
し
て
、

遂
に
上�
せ
ん
と
す
。
會た

ま

々た
ま

王
、
使
を�
わ
し
て
入
貢
し
且
つ
謝

罪
せ
し
む
。
皇
帝
、
之
を
赦
し
王
の
官�
を
復
す
。
仁
問
、
中
路

に
し
て�
り
て
亦
た
前
銜
に
復
す
。

と
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
傍
線
部
は
語
句
の
一
部
改
変
が

あ
る
も
の
の
、『

資
治
通
鑑』

上
元
元
年
正
月
条
を
引
用
し
て
お
り
、

後
半
の

｢

會
王
遣
使｣

以
降
の
部
分
も
語
句
の
類
似
か
ら

『

資
治
通
鑑』

上
元
二
年
二
月
条
の
引
用
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
金

仁
問
伝
に
は
、[

記
事
Ｘ
・
Ａ]

と
同
様
に
、
上
元
年
間
に
唐
が
新
羅

を
征
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
と
、
新
羅
が
謝
罪
し
た
こ
と
で
唐
に

赦
免
さ
れ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は

『

三
国
史
記』

巻
四
三
・
金�
信
伝
下
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、

初
法
敏
王�
高
句
麗�
衆
、
又
據
百
濟
故
地
有
之
。
唐
高
宗
大
怒
、

�
師
來
討
。
唐
軍
與
靺
鞨
營�
石
門
之
野
。
王�
將
軍
義
福
・
春

長
等
禦
之
、
營�
帶
方
之
野
。

初
め
法
敏
王
、
高
句
麗
の�
衆
を�
め
、
又
た
百
濟
の
故
地
に
據

り
て
之
を
有
す
。
唐
の
高
宗
、
大
い
に
怒
り
、
師
を�
わ
し
て
來

討
せ
し
む
。
唐
軍
、
靺
鞨
と
石
門
の
野
に
營
す
。
王
、
將
軍
義
福
・

春
長
等
を�
わ
し
て
之
を
禦ふ

せ

が
ん
と
し
、
帶
方
の
野
に
營
す
。

と
あ
り
、
傍
線
部
に

『

資
治
通
鑑』

上
元
元
年
正
月
条
か
ら
の
引
用
記

事
が
確
認
で
き
る
。
実
は
、
こ
の
金�
信
伝
に
お
け
る
引
用
の
仕
方
に

こ
そ
、『

資
治
通
鑑』

の
記
事
を
引
用
し
た
意
図
が
は
っ
き
り
と
う
か

が
え
る
。
右
の
引
用
記
事
の
後
に
続
く
石
門
の
戦
い
と
は
、
六
七
二
年

に
起
き
た
新
羅
と
唐
の
会
戦
で
あ
り
、
新
羅
が
多
く
の
戦
死
者
を
出
し

て
大
敗
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る

(�)

。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
本
来
六
七
四
年
の
出
来
事
で
あ
る

『

資
治
通

鑑』

の
記
事
を
六
七
二
年
の
石
門
の
戦
い
の
直
前
に
挿
入
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
時
間
を
遡
及
さ
せ
て
右
の
引
用
記
事
を
用
い
る
こ
と
で
、
新

羅
と
唐
が
な
ぜ
対
立
し
て
い
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。

右
の
引
用
事
例
か
ら

[

記
事
Ｘ
・
Ａ]

は
唐
と
の
対
立
の
経
緯
を
説

明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『

三
国
史
記』

の

独
自
記
事
中
に
は
、
唐
と
な
ぜ
対
立
に
至
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
関
係

は
修
復
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

戦
争
の
勃
発
経
緯
と
終
息
の
過
程
を
補
う
た
め
に
、『

三
国
史
記』

の

編
纂
者
が
挿
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
九
月
条

[

記
事
Ｆ]

に

『

冊
府
元
亀』

を
引
用
し
た
の
は
、
買

肖
城
の
戦
い
を
独
自
記
事
に
差
し
替
え
た
こ
と
と
、『

資
治
通
鑑』

上

元
二
年
二
月
条
の
文
脈
を
尊
重
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
。

『

資
治
通
鑑』

の
上
元
元
年
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
新
羅
は
買
肖
城
の

戦
い
で
敗
北
し
た
後
、
唐
に
謝
罪
使
節
を
派
遣
し
た
と
あ
る
。
だ
が
、

『

三
国
史
記』
は
引
用
記
事
か
ら
買
肖
城
の
戦
い
の
み
を
削
除
し
て
、

謝
罪
使
節
を
派
遣
し
た
事
実
は
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
買
肖
城
の
戦
い

を
九
月
二
九
日
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、『

資
治
通
鑑』

の
文
脈
を
尊

重
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
買
肖
城
の
戦
い
の
直
後
に
謝
罪
使
節
の
派
遣
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

『
冊
府
元
亀』

に
新
羅
の
朝
貢
記
事

を
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う

(�)
。

以
上
の
検
討
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、『
三
国
史
記』

は
、
中
国
史
料

を
借
用
し
て
、
新
羅
と
唐
の
対
立
か
ら
関
係
回
復
に
至
る
ま
で
の
経
緯

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
こ
の

『
三
国
史
記』

文
武
王
一
五
年
条
の
文
脈
は
、
新
羅
人
の
視
点
に
よ
る
も
の
と
は
い
え

ず
、
後
世
の

『

三
国
史
記』

編
纂
者
金
富
軾
の
意
図
が
介
在
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
の
よ
う
に
、『

三
国
史

記』

の
文
脈
を
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
羅
唐
戦
争
を
新
羅
側

の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
こ
と
に
な
る
。『

三
国
史
記』

の
文
脈
を
尊
重
し
、
引
用
記
事
ま
で
も
含
め
た
一
五
年
条
を
史
料
的
に

整
合
化
し
た
と
し
て
も
、
新
羅
側
の
視
点
に
立
て
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

同
時
に
、
錯
乱
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
文
武
王
一
五
年
条
の
不
可

解
さ
の
要
因
も
、
こ
の
検
討
結
果
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
前

節
で
検
討
し
た
と
お
り
、
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
は
、
新
羅
人
の
手
に
な

る
原
典
が
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
し
て

『

三
国
史
記』

の
独
自
記
事
は
構

成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
武
王
一
四
年
条
・
一
五
年
条
に

は
、
中
国
史
料
か
ら
の
引
用
記
事
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本

来
の
新
羅
側
の
視
点
に
立
つ
独
自
記
事
の
文
脈
の
な
か
に
、
中
国
側
の

視
点
が
混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、『

三
国
史

記』

で
は
終
戦
の
後
に
再
度
開
戦
す
る
と
い
う
極
め
て
不
可
解
な
文
脈

が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

三

文
武
王
一
四
・
一
五
・
一
六
年
条
と
新
羅
の

対
唐
意
識

(

１)

新
羅
側
の
開
戦
記
事

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
池
内
説
と
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
は
、
い
ず
れ
も
新
羅

側
の
視
点
に
立
脚
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
ま
た
、

『

三
国
史
記』

の
独
自
記
事
は
新
羅
人
の
視
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、『

三
国
史
記』

の
文
脈
そ
の
ま
ま
が
新
羅
人
の
視
点
で

は
な
い
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
新
羅
側
の
視
点
か
ら
み

た
文
武
王
一
四
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
の
羅
唐
戦
争
像
の
復
元
を
試

み
た
い
。

前
節
の
考
察
に
よ
っ
て
、
不
可
解
な
記
事
配
列
の
要
因
は
、
引
用
記

事
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
で
唐
側
の
視
点
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
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ら
れ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
記
事

[

Ｘ
・
Ａ
・

Ｂ
・
Ｆ]

を
全
て
除
外
し
て
、『

三
国
史
記』

に
混
入
し
た
唐
側
の
視

点
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
新
羅
側
の
視
点
か
ら
一
四
・
一
五

年
条
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
一
四
年
条
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
一
四
年
正
月
条

[

記
事
Ｘ]

を
排
除
し
た
と
し
て
も
、
一
四
年
条
の
理
解
に
は
特
に
問
題
が
発
生
し

な
い
。
そ
れ
は
、
引
用
記
事
以
外
に
羅
唐
戦
争
と
関
連
す
る
記
事
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
二
月
に
庭
園
を
整
備
し
た
記
事

(�)
、
軍
事
関
連
で
は
八

月
と
九
月
に
閲
兵
を
行
っ
た
記
事

(�)
が
み
ら
れ
る
が
、
直
接
的
な
戦
闘
な

ど
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
四
年
の
時
点

で
は
、
両
軍
は
ま
だ
開
戦
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
四
年
段
階
で
は
開
戦
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し

た
う
え
で
、
一
五
年
条
を
検
討
し
よ
う
。
一
五
年
条
に
あ
る
三
つ
の
引

用
記
事

[

Ａ
・
Ｂ
・
Ｆ]

を
排
除
し
て
み
る
と
、[
記
事
Ｂ]

の
直
後

に
置
か
れ
た

[

記
事
Ｃ]

が
注
目
さ
れ
る
。

[

記
事
Ｃ]

に
よ
れ
ば
、
唐
兵
と
そ
れ
に
与
す
る
契
丹
と
靺
鞨
の
兵

が
襲
来
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
新
羅
が
九
軍
を
出
動
さ
せ
た
と

い
う
。
従
来
、[

記
事
Ａ
・
Ｂ]

に
示
さ
れ
た
七
重
城
の
戦
い
と
謝
罪

使
節
派
遣
の
後
に
、
再
度
の
開
戦
を
伝
え
る

[

記
事
Ｃ]

が
存
在
し
て

い
た
た
め
、
終
戦
し
た
直
後
に
再
び
唐
軍
が
攻
め
寄
せ
る
と
い
う
、
極

め
て
不
可
解
な
記
事
配
列
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、[

記
事
Ａ
・
Ｂ]

を
除
去
し
た
う
え
で
、[

記
事
Ｃ]

を
新
羅
側
か
ら
み
た
開
戦
記
事
と

み
な
す
と
、
こ
れ
以
降
に
唐
と
の
戦
闘
記
事
が
続
く
こ
と
も
理
解
可
能

で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
作
業
の
み
で
新
羅
側
の
視
点
を
復
元
し
た
と
い

え
る
の
だ
ろ
う
か
。

(

２)

地
方
城
主
奮
戦
記
事

二
月
条
に
開
戦
記
事
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
戦
闘
が
記
録
さ
れ
て
い

る
九
月
条

[

記
事
Ｄ]

ま
で
か
な
り
期
間
が
空
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
空
白
期
間
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
見
逃
せ
な
い
の
が
一

五
年
条
に
お
け
る
地
方
城
主
の
戦
死
と
奮
戦
を
伝
え
た
記
事
群

[

Ｈ
・

Ｉ
・
Ｊ
・
Ｋ]

(

以
降
、
地
方
城
主
奮
戦
記
事
と
称
す
る)

で
あ
る
。

地
方
城
主
奮
戦
記
事
は
、
そ
の
戦
闘
に
関
す
る
記
述
が
簡
略
で
あ
る
点
、

ま
た

[

記
事
Ｈ
・
Ｉ]

が
新
羅
の
東
北
方
面
と
い
う
辺
境
で
の
戦
闘
と

考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
羅
唐
戦
争
の
主
要
な
戦
闘
と
は
考
え
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た

(�)

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
地
方
城
主
奮
戦
記
事
は
、
新
羅

側
独
自
の
視
点
に
よ
る
羅
唐
戦
争
の
記
録
と
し
て
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、

戦
争
の
い
か
な
る
局
面
に
あ
た
る
の
か
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

地
方
城
主
奮
戦
記
事
は
、
い
つ
頃
の
出
来
事
な
の
だ
ろ
う
か
。
九
月

条

[

記
事
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ]

の
直
後
に
あ
る
の
で
、
九
月
の
出
来
事
と
す

る
見
方
も
あ
る
が

(�)
、
阿
達
城
の
戦
い

[

記
事
Ｈ]

で
戦
死
し
た
素
那
に

関
す
る
記
録
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
素
那
に
つ
い
て
は
立
伝
さ
れ

て
お
り
、『

三
国
史
記』

巻
四
七
・
素
那
伝
に
、

百
濟
滅
後
、�
州�
督�
儒
公�
大
王
、�
素
那�
阿
達
城
、
俾

禦
北
鄙
。
上
元
二
年
乙
亥
春
。
阿�
城
大
守
級�
漢
宣
、�
民
以

某
日
齊
出
種
麻
、
不
得�
令
。
靺
鞨
諜�
認
之
、
歸
告
其
酋
長
。
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至
其
日
、
百
姓
皆
出
城
在
田
。
靺
鞨
潛
師
猝
入
城
、
剽
掠
一
城
。

老
幼
狼
狽
不
知�
爲
。
素
那
奮
刃
向
賊
、
大
呼
曰
、
爾
等
知
新
羅

有
沈
那
之
子
素
那
乎
。
固
不
畏
死
以
圖
生
。
欲
鬪�
曷
不
來
耶
。

�
憤
怒
突
賊
。
賊
不
敢
迫
、
但
向
射
之
。
素
那
亦
射
、
飛
矢
如
蜂
。

自
辰
至
酉
、
素
那
身
矢
如�
。
遂
倒
而
死
。

百
濟
の
滅
ぶ
る
後
、�
州�
督�
儒
公
、
大
王
に�
い
て
素
那
を

阿�
城
に�う

つ

し
、
北
鄙
を
禦ふ
せ

が
し
む
。
上
元
二
年
乙
亥
春
。
阿�

城
大
守
級�
漢
宣
、
民
に�
し
て
某
日
を
以
て
齊ひ
と

し
く
出
で
て
麻

を
種う

え
、
令
に�た
が

う
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
。
靺
鞨
の
諜�
、
之

を
認
め
、
歸
り
て
其
の
酋
長
に
告
ぐ
。
其
の
日
に
至
り
、
百
姓
皆

な
城
を
出
で
て
田
に
在
り
。
靺
鞨
、
師
を
潛ひ

そ

め
猝に
わ

か
に
城
に
入
り
、

一
城
を
剽
掠
す
。
老
幼
、
狼
狽
し
て
爲
す�
を
知
ら
ず
。
素
那
、

刃
を
奮
ひ
て
賊
に
向
か
い
、
大
呼
し
て
曰
わ
く

｢

爾
等
、
新
羅
に

沈
那
の
子
素
那
を
知
る
か
。
固も

と

よ
り
死
を
畏
れ
て
以
て
生
く
る
こ

と
を
圖
ら
ず
。
鬪
わ
ん
と
欲
す
る�
、
曷な

ん

ぞ
來
ざ
る
や｣

と
。�

に
憤
怒
し
て
賊
を
突
く
。
賊
、
敢
え
て
迫
ら
ず
し
て
、
但
だ
向
か

い
て
之
を
射
る
。
素
那
も
亦
た
射
れ
ば
、
飛
矢
は
蜂
の
ご
と
し
。

辰
よ
り
酉
に
至
り
、
素
那
の
身
の
矢
は�
の
ご
と
し
。
遂
に
倒
れ

て
死
す
。

と
あ
り
、
素
那
の
阿
達
城
で
の
奮
戦
が
本
紀
よ
り
も
詳
細
に
記
述
さ
れ

て
い
る
。
右
の
記
事
で
阿
達
城
の
戦
闘
時
期
が
上
元
二
年
の
春
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
阿
達
城
の
戦
い
は
、
九
月
以
前
の
出
来

事
な
の
で
あ
る

(�)

。

次
に
、
阿
達
城
の
戦
い
が
羅
唐
戦
争
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
阿
達
城
は
、
現
在
の
江
原
道
伊
川
郡
安
峽
に
位
置
し
、

本
紀
、
列
伝
と
も
に
そ
こ
へ
靺
鞨
が
攻
め
寄
せ
た
と
し
て
い
る
。
一
見

す
る
と
、
唐
と
の
戦
争
に
は
関
係
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

[

記
事
Ｃ]

に
は
唐
軍
と
と
も
に
来
襲
す
る
契
丹
兵
と
靺
鞨
兵
も
見
え

る
こ
と
か
ら
、
敵
兵
が
靺
鞨
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
む
し
ろ
羅
唐
戦
争

の
一
局
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
素
那
が
戦
死
し
た
際
の
贈
官
に
も
注
目
し
た
い
。
列
伝
に
よ

れ
ば
、
素
那
は��
と
い
う
新
羅
第
三
位
の
官
位
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

【
表
４

戦
死
者
に
対
す
る
贈
官
一
覧
】
は
、
羅
唐
戦
争
前
後
の
新
羅

人
戦
死
者
の
な
か
で
贈
官
さ
れ
た
事
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
表

を
み
れ
ば
、
素
那
の
贈
官
が
格
別
に
高
位
を
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

彼
が
厚
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(�)

。
同
時
期
に
唐
と
の
戦
い
と
い

う
一
大
決
戦
を
遂
行
し
て
い
た
新
羅
が
、
そ
れ
と
全
く
無
関
係
な
戦
い

で
戦
死
し
た
人
物
を
こ
れ
ほ
ど
厚
遇
す
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
以
上
の

二
点
か
ら
阿
達
城
の
戦
い
は
羅
唐
戦
争
の
重
要
な
局
面
で
あ
っ
た
と
推

測
で
き
る
。

そ
の
他
の
地
方
城
主
奮
戦
記
事
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
儒
冬
が
戦
死

し
た
七
重
城
の
戦
い

[

記
事
Ｉ]

は
、
中
国
側
史
料
に
も
あ
る
七
重
城

の
戦
い
に
つ
い
て
の
新
羅
側
の
所
伝
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
新
羅
と

唐
が
会
戦
し
た
七
重
城
の
戦
い
は
、
中
国
側
史
料
に
も
記
録
さ
れ
た
大

き
な
戦
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
側
史
料
に
も
独
自
の
記
録
が
な
か
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
。
た
と
え
ば
、
前
述
し
た
新
羅
と
唐
の
一
大
会
戦
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で
あ
っ
た
石
門
の
戦
い
、
買
肖
城
の
戦
い
な
ど
は
、
両
国
の
史
料
に
記

録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

[

記
事
Ｉ]

は
、
非
常
に
簡
略
な
記
述
で
あ
る

が
、
唐
兵
・
契
丹
兵
・
靺
鞨
兵
が
来
攻
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
唐

軍
の
大
規
模
作
戦
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、[

記
事

Ｉ]

を
新
羅
側
所
伝
の
七
重
城
の
戦
い
の
記
録
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
七
重
城
は
、
現
在
の
京
畿
道
坡
州
市
積
城
に
あ
っ
た
。

赤
木
城
の
戦
い

[

記
事
Ｊ]

は
、
現
在
の
江
原
道
淮
陽
に
お
け
る
戦

闘
で
あ
り
、
阿
達
城
と
同
じ
く
新
羅
の
東
北
方
面
に
お
け
る
靺
鞨
と
の

戦
い
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
阿
達
城
の
戦
い
と
連
関
す
る
戦
闘
で
あ
る

可
能
性
は
高
く
、
東
北
方
面
に
お
け
る
羅
唐
戦
争
の
一
局
面
で
あ
る
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

[

記
事
Ｋ]

に
み
え
る
石�
城
は
、
正
確
な
現
在
地
は
未
詳
だ
が
、

漢
江
と
臨
津
江
の
間
の
地
方
に
比
定
さ
れ
て
い
る

(�)

。
七
重
城
、
買
肖
城

か
ら
遠
く
な
い
こ
と
と
、
戦
闘
相
手
が
唐
兵
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

[

記
事
Ｋ]

は
七
重
城
、
泉
城
、
買
肖
城
に
お
け
る
唐
軍
と
の
戦
闘
と

関
連
す
る
戦
い
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
方
城
主
奮
戦
記
事
を
検
討
す
る
と
、
い
ず
れ
も
羅
唐

戦
争
の
一
局
面
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し
か
も
、

羅
唐
戦
争
の
戦
場
は
、
唐
の
主
力
兵
と
戦
っ
た
七
重
城
、
石�
城
、
泉

城
、
買
肖
城
が
あ
っ
た
漢
江
・
臨
津
江
周
辺
と
、
靺
鞨
兵
と
戦
っ
た
阿

達
城
、
赤
木
城
が
あ
っ
た
東
北
方
面
の
二
箇
所
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
確
認
で
き
る(【

略
地
図

羅
唐
戦
争
６
７
５
・
６
７
６
年
の
戦
場】)

。

以
上
の
よ
う
に
地
方
城
主
奮
戦
記
事
を
理
解
す
る
と
、[

記
事
Ｈ
・
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【表４ 戦死者に対する贈官一覧】

人 名 戦死した戦争 贈 官 出身／親・自身の官位

1 訥催 百済との戦いで戦死(624) 級�(第９位) 沙梁部｡ 大奈麻(第10位)都非の
子｡

2 竹竹 百済との戦いで戦死(642) 級�(第９位) 大耶州人｡ 撰干(外位第５位｡ 第
11位相当)�熱の子｡

3 龍石 百済との戦いで戦死(642) 大奈麻(第10位) 出身不明｡ 舎知(第13位)｡

4 金�運・穢破 百済との戦いで戦死(655) 一吉�(第７位) �運：奈密王８世孫｡ ��(第３
位)達福の子｡ 花郎｡

5 狄得・宝用那 百済との戦いで戦死(655) 大奈麻(第10位) 不明｡

6 驟徒
百済との戦いで戦死
(654～661の間)

沙�(第８位) 沙梁部｡ 奈麻(第11位)聚福の子｡

7 官昌 百済との戦いで戦死(660) 級�(第９位) 出身不明｡ 伊�(第２位)品日の
子｡ 花郎｡

8 匹夫 高句麗との戦いで戦死(660) 級�(第９位) 沙梁部｡ 阿�(第６位)尊台の子｡
9 金相京 高句麗との戦いで戦死(668) 一吉�(第７位) 不明｡
10 夫果 羅唐戦争中に百済で戦死(671) 沙�(第８位) 沙梁部｡ 奈麻(第11位)聚福の子｡

11 素那
羅唐戦争中に靺鞨との戦いで
戦死(675)

��(第３位) 白城郡�山人｡ 官位は不明｡
12 逼実 報徳国との戦いで戦死(684) 沙�(第８位) 沙梁部｡ 奈麻(第11位)聚福の子｡

※ 『三国史記』 の新羅本紀と列伝から羅唐戦争前後で戦死して贈官した人物を抜粋｡
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【略地図】羅唐戦争675・676年の戦場
※井上秀雄 『新羅史基礎研究』 附録 ｢１新羅州郡県図｣ (東出版､ 1974年)､
李相勲 『羅唐戦争研究』 図７ ｢買肖城役要図｣ (●●●､ 2012年､ 219頁)
などを参照して作図｡
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Ｉ
・
Ｊ
・
Ｋ]

は
九
月
以
前
の
戦
い
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
地
方
城
主
奮
戦
記
事
を
開
戦
記
事

[

Ｃ]

の
後
、
九
月
条

[
記
事
Ｄ]

以
前
に
置
く
と
、
戦
争
の
流
れ
を
次
の
よ
う
に
整
合
的
に

理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
月
、
新
羅
は
、
唐
軍
が
契
丹
兵
・
靺
鞨
兵
を
率
い
て
来
襲
す
る
こ

と
を
予
見
し
、
応
戦
の
た
め
出
陣
し
た
。
唐
と
協
力
し
た
靺
鞨
兵
は
、

東
北
方
面
か
ら
も
侵
入
し
、
阿
達
城
と
赤
木
城
を
攻
略
し
て
い
る
。
一

方
、
唐
軍
の
主
力
は
、
西
海
岸
沿
い
に
南
下
し
た
と
み
ら
れ
る
。
七
重

城
、
石�
城
な
ど
漢
江
・
臨
津
江
附
近
で
新
羅
軍
は
唐
軍
と
会
戦
す
る

も
、
劣
勢
を
強
い
ら
れ
た
。
だ
が
、
九
月
の
泉
城
、
買
肖
城
の
戦
い
に

お
い
て
は
新
羅
軍
が
勝
利
を
収
め
た
。
す
な
わ
ち
、
新
羅
が
当
初
の
劣

勢
を
挽
回
し
て
唐
軍
に
勝
利
し
た
の
で
あ
る
。

戦
役
の
順
序
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
、
鉄
関
城
を
築
い
た
記

事

[

Ｇ]

と
戦
争
総
括
記
事

[

Ｌ]

の
位
置
付
け
も
明
確
に
な
る
。
前

者
は
、
東
北
方
面
の
靺
鞨
兵
の
侵
入
に
備
え
た
新
羅
側
の
対
策
と
考
え

ら
れ
、[

記
事
Ｈ
・
Ｊ]

の
東
北
方
面
の
戦
闘
よ
り
も
前
に
築
か
れ
た

可
能
性
が
あ
り
、
地
方
城
主
奮
戦
記
事
と
と
も
に
九
月
以
前
の
こ
と
と

し
て
よ
い
と
考
え
る
。
後
者
は
、
新
羅
の
最
終
的
な
戦
果
を
伝
え
る
戦

争
総
括
の
記
事
で
あ
る
の
で
、
九
月
二
九
日
条

[

記
事
Ｅ]

の
後
に
置

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
五
年
条
の
文
脈
を
右
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
一
六
年
条
の
記
事

も
ほ
ぼ
同
様
の
文
脈
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
七
月
条
の
道
臨
城
の
戦

い

[

記
事
Ｍ]

は
、
前
年
か
ら
続
く
東
北
方
面
に
お
け
る
唐
側
勢
力
と

の
戦
い
と
み
ら
れ
、
こ
こ
で
も
新
羅
軍
の
苦
戦
が
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
一
一
月
に
新
羅
軍
は
伎
伐
浦
で
薛
仁
貴
と
戦
う
も
大
敗
し
て
し
ま
っ

た

[

記
事
Ｎ]

。
し
か
し
、
そ
の
後
は
大
小
二
二
の
戦
い
に
勝
っ
た
と

さ
れ
、
前
年
と
同
じ
く
劣
勢
を
巻
き
返
し
て
最
終
的
に
は
勝
利
し
た
も

の
と
し
て
、
一
連
の
戦
争
を
締
め
く
く
っ
て
い
る

[

記
事
Ｏ]

。

(

３)

唐
に
対
す
る
敵
対
意
識

再
構
成
し
た
文
武
王
一
五
・
一
六
年
条
を
提
示
す
る
と
次
の
通
り
と

な
る
。①

Ｃ

(

文
武
王
十
五
年
二
月)

聞
唐
兵
與
契
丹
靺
鞨
兵
來�
、
出

九
軍
待
之
。

②
Ｇ�
安
北
河
設
關
城
、
又
築
鐵
關
城
。

③
Ｈ
靺
鞨
入
阿�
城
却
掠
。
城
主
素
那�
戰
死
之
。

④
Ｉ
唐
兵
與
契
丹
・
靺
鞨
兵
來
圍
七
重
城
、
不
克
。
小
守
儒
冬
死

之
。

⑤
Ｊ
靺
鞨
又
圍
赤
木
城
滅
之
。
縣
令�
起
率
百
姓
拒
之
、
力
竭�

死
。

⑥
Ｋ
唐
兵
又
圍
石�
城
拔
之
。
縣
令
仙
伯
・
悉
毛
等
力
戰
死
之
。

⑦
Ｄ
秋
九
月
。
薛
仁
貴
以
宿
衞
學
生
風
訓
之
父
金
眞
珠
伏
誅�
本

國
、
引
風
訓
爲�
導
來
攻
泉
城
。
我
將
軍
文
訓
等�
戰
勝
之
、

斬
首
一
千
四
百
級
、
取
兵
船
四
十
艘
。
仁
貴
解
圍�
走
。
得
戰

馬
一
千
匹
。

⑧
Ｅ
二
十
九
日
。
李�
行
率
兵
二
十
萬
屯
買�
城
。
我
軍�
走
之
、
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得
戰
馬
三
萬
三
百
八
十
匹
。
其
餘
兵
仗
稱
是
。

⑨
Ｌ
又
我
兵
與
唐
兵
大
小
十
八
戰
、
皆
勝
之
。
斬
首
六
千
四
十
七

級
、
得
戰
馬
二
百
匹
。

⑩
Ｍ

(

文
武
王
十
六
年
七
月)

唐
兵
來
攻�
臨
城
拔
之
。
縣
令
居

尸
知
死
之
。

⑪
Ｎ
冬
十
一
月
。
沙�
施
得
領
船
兵
、
與
薛
仁
貴
戰��
夫
里
州

伎
伐
浦
、
敗
績
。

⑫
Ｏ
又�
大
小
二
十
二
戰
克
之
。
斬
首
四
千
餘
級
。

こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
文
武
王
一
五
・
一
六
年
条
か
ら
新
羅
の
羅
唐

戦
争
の
終
結
に
対
す
る
意
識
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘

で
き
る
。
第
一
に
、
緒
戦
こ
そ
敗
北
す
る
も
の
の
、
重
大
な
決
戦
に
お

い
て
は
新
羅
が
全
て
勝
利
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
謝

罪
使
節
を
派
遣
す
る
な
ど
の
唐
と
の
外
交
交
渉
に
関
す
る
記
録
が
独
自

記
事
に
は
全
く
な
く
、
戦
争
は
新
羅
が
軍
事
的
に
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
終
結
し
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
羅
か
ら
す
る

と
、
羅
唐
戦
争
は
あ
く
ま
で
も
侵
略
し
て
き
た
唐
軍
を
自
身
の
軍
事
力

に
よ
っ
て
撃
退
す
る
こ
と
で
終
結
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
に
は
、
唐
に
対
す
る
激
し
い
新
羅
の
対
抗
意
識
が
見
て
取

れ
る
。

羅
唐
戦
争
直
後
に
新
羅
が
唐
に
対
す
る
鋭
い
対
立
意
識
を
有
し
て
い

た
こ
と
は
、
別
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
新
羅
が
建
立
し
た
皇
龍

寺
、
四
天
王
寺
、
感
恩
寺
、
望
徳
寺
な
ど
の
創
寺
縁
起
が

『

三
国
遺
事』

に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
武
田
幸
男
氏
は
、
こ
れ
ら
の
創
寺
縁
起
が
当
時

の
新
羅
人
の
具
体
的
な
国
際
観
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
か
つ
て
指
摘

し
た

(�)

。
と
り
わ
け
唐
と
関
連
し
た
創
寺
縁
起
を
持
つ
四
天
王
寺
の
そ
れ

が
注
目
さ
れ
る
。『

三
国
遺
事』

巻
二
・
文
虎
王
法
敏
条
に
、

相
乃
東�
上
聞
、
王
甚
憚
之
、
會
群
臣
問
防
禦
策
。
角
干
金
天
尊

奏
曰
、
近
有
明�
法
師
、
入
龍
宮
、
傳
秘
法
而
來
。�
詔
問
之
。

�
奏
曰
、
狼
山
之
南
有��
林
。
創
四
天
王
寺�
其
地
、
開
設�

場
則
可
矣
。
時
有
貞
州
使
走
報
曰
、
唐
兵
無
數
至
我
境
、
迴
槧
海

上
。
王
召
明�
曰
、
事
已�
至
。
如
何
。�
曰
、
以�
帛
假
構
宜

矣
。
乃
以�
帛
營
寺
、
草
構
五
方�
像
、
以
瑜
珈
明
僧
十
二
員
、

明�
爲
上
首
、
作
文
豆
婁
秘
密
之
法
。
時
唐
羅
兵
未
交
接
、
風
濤

怒
起
、
唐�
皆
沒�
水
。(

中
略)

後
年
辛
未
。
唐
更�
趙
憲
爲

帥
、
亦
以
五
萬
兵
來
征
、
又
作
其
法
、�

沒
如
前
。

相

(

義
湘)

、
乃
ち
東
の
か
た�
り
上
聞
す
る
や
、
王
、
甚
だ
之

を
憚
り
、
群
臣
を
會
し
て
防
禦
策
を
問
う
。
角
干
金
天
尊
、
奏
し

て
曰
わ
く

｢

近
ご
ろ
明�
法
師
有
り
て
、
龍
宮
に
入
り
、
秘
法
を

傳
え
て
來
た
り
。
請
う
、
詔
し
て
之
に
問
わ
ん
こ
と
を｣

と
。
朗
、

奏
し
て
曰
わ
く

｢

狼
山
の
南
に�
遊
林
有
り
。
四
天
王
寺
を
其
の

地
に
創

(

は
じ)

め
、�
場
を
開
設
す
れ
ば
則
ち
可
な
ら
ん｣

と
。

時
に
貞
州
の
使
有
り
て
走
り
報
じ
て
曰
わ
く

｢

唐
兵
無
數
、
我
が

境
に
至
り
、
海
上
に
迴
槧
す｣

と
。
王
、
明�
を
召
し
て
曰
わ
く

｢
事
已
に�
り
至
ら
ん
と
す
。
如
何
せ
ん｣

と
。�
、
曰
わ
く

｢�
帛
を
以
て
假
構
せ
ば
宜
し
か
ら
ん｣

と
。
乃
ち�
帛
を
以
て

寺
を
營
み
、
五
方
に�
像
を
草
構
し
、
瑜
珈
明
僧
十
二
員
を
以
て
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し
、
明�
も
て
上
首
と
爲
し
、
文
豆
婁
の
秘
密
の
法
を
作
す
。
時

に
唐
羅
の
兵
未
だ
交
接
せ
ざ
る
も
、
風
濤
怒は

げ

し
く
起
こ
り
て
、
唐

�
皆
な
水
に
沒
す
。(

中
略)

後
年
辛
未
。
唐
、
更
に
趙
憲
を�

わ
し
て
帥
と
爲
し
、
亦
た
五
萬
の
兵
を
以
て
來
征
す
る
も
、
又
た

其
の
法
を
作
す
に
、�
、
沒
す
る
こ
と
前
の
ご
と
し
。

と
あ
る
。
唐
の
新
羅
征
討
軍
の
襲
来
が
義
湘
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
後
、

文
武
王
が
群
臣
を
集
め
対
応
策
を
協
議
し
て
い
た
場
面
で
あ
る
。
そ
こ

で
金
天
尊
の
推
挙
を
得
た
明
郎
法
師
が
四
天
王
寺
の
創
建
を
進
言
し
た

と
こ
ろ
、
実
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
唐
軍
が
二
度
来
襲
し
た
際
、
い
ず

れ
も
唐
船
を
沈
没
さ
せ
る
祈
祷
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
四
天

王
寺
の
創
寺
縁
起
が
反
唐
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
四
天
王
寺
が
六
七
九
年
に
完
成
し
た
と
い
う
点

で
あ
る

(�)

。
す
な
わ
ち
、
羅
唐
戦
争
の
直
後
で
あ
る
六
七
九
年
に
反
唐
的

性
格
を
持
つ
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
新
羅
内
部
に
反
唐
的

な
気
分
が
色
濃
か
っ
た
た
め
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
先
に
も
述
べ
た
古
畑
氏
に
よ
れ
ば
、
新
羅
と
唐
は
、
六
七
〇
年

代
か
ら
六
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
積
極
的
な
交
渉
が
な
く
、
六
九
〇
年

代
以
降
に
な
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
改
善
し
、
七
〇
〇
年
代
に
入
り
、

対
立
以
前
の
状
態
に
ま
で
回
復
し
た
と
い
う

(�)
。
そ
の
よ
う
に
新
羅
が
唐

と
積
極
的
に
友
好
関
係
の
構
築
を
働
き
か
け
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
本

稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
羅
唐
戦
争
の
結
果
、
唐
に
対
す
る
鋭
い
対
立
意

識
を
新
羅
が
持
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
争
直
後
の
新
羅
が
唐
に
対
し
て
敵
対
的
な
意
識

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本

稿
が
示
し
た
よ
う
な
新
羅
の
唐
に
対
す
る
強
い
対
抗
意
識
は
、
同
時
代

の
新
羅
人
の
も
の
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
。

結

論

本
稿
の
各
節
で
検
討
し
た
内
容
を
ま
と
め
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題

や
展
望
を
示
そ
う
。

第
一
に
、『

三
国
史
記』

の
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
は
、
金�
信
行
録
、

新
羅
諸
将
の
軍
功
記
録
な
ど
の
、
新
羅
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
軍
事
的

な
記
録
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
こ
に
新
羅
人
の
視
点
は

確
か
に
残
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
池
内
説
の
よ
う
な
新
羅
側
史

料
の
独
自
性
を
無
視
し
た
史
料
考
証
の
方
法
は
妥
当
で
は
な
い
。『

三

国
史
記』

の
編
纂
は
、
新
羅
よ
り
も
大
き
く
時
代
の
下
っ
た
高
麗
時
代

の
一
一
四
五
年
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
羅
唐
戦
争
前
後
の
武
烈

王
・
文
武
王
代
の
史
料
に
つ
い
て
は
同
時
代
の
新
羅
人
の
古
記
録
が
基

に
な
っ
て
お
り
、『

三
国
史
記』

よ
り
編
纂
の
早
い
中
国
史
料
に
も
劣

ら
な
い
史
料
的
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
今
回
の
検
討
で
は
、『

三
国
史

記』
と
中
国
史
料
が
齟
齬
す
る
問
題
に
対
す
る
見
解
は
提
示
で
き
な
か
っ

た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

第
二
に
、『
三
国
史
記』

の
文
武
王
一
五
年
条
に
は
、
中
国
史
料
か

ら
の
引
用
記
事
が
混
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
後
代
の

『

三
国
史
記』

の
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編
纂
者
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
引
用
記
事
が
あ

る
こ
と
で
、
新
羅
の
視
点
と
唐
の
視
点
が
混
在
し
た
不
可
解
な
記
事
配

列
を
持
つ
文
武
王
一
五
年
条
が
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

不
可
解
な
記
事
配
列
を
持
つ
文
武
王
一
五
年
条
は
、
新
羅
人
の
視
点
を

直
接
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説

の
方
法
も
新
羅
の
視
点
に
接
近
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

『

三
国
史
記』

を
無
批
判
に
新
羅
人
の
視
点
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
見

な
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
引
用
記
事
を
除
外
し
た
う
え
で
、
地
方
城
主
奮
戦
記
事
に

着
目
し
て
文
武
王
一
五
年
条
を
再
構
成
し
た
。
そ
の
再
構
成
さ
れ
た
羅

唐
戦
争
の
終
結
期
は
、
新
羅
が
唐
に
軍
事
的
に
勝
利
す
る
過
程
と
し
て

描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
新
羅
の
唐
に
対
す
る
鋭
い
対
立
意
識
が
見
出

せ
た
。
か
か
る
対
唐
意
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
で
、

そ
の
後
の
新
羅
の
対
唐
政
策
の
推
移
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
こ
の
対
唐
観
は
、
四
天
王
寺
の
創
建
思
想
と
の
関
連
性
が
推
測
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
新
羅
の
国
内
統
治
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
統
一
新
羅
の
諸
政
策
の
理
解
に
も
役
立
つ

と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
新
羅
の
唐
へ
の
強
い
対
抗
意
識
は
、
唐
側
に
ど
の
よ
う
に
把

握
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
か
な
り
不
遜
な
態

度
と
し
て
、
唐
は
悪
感
情
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

儀
鳳
三
年
に
は
新
羅
再
征
討
計
画
が
立
案
さ
れ
、
七
〇
〇
年
代
に
至
る

ま
で
新
羅
の
官
爵
が
元
通
り
に
な
ら
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
新
羅
の
対
唐
意
識
を
前
提
と
し
て
当
時
の
国
際
情
勢
を
再
検
討

す
る
こ
と
は
、
新
羅
の
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
見
直
す
こ

と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

�
(

１)

池
内
宏

｢

高
句
麗
滅
亡
後
の
遺
民
の�
乱
及
び
唐
と
新
羅
と
の
関
係｣

(『

満
鮮
史
研
究』

上
世
第
二
、
一
九
六
〇
年)

、
西
嶋
定
生

｢

東
ア
ジ
ア
世
界

と
冊
封
体
制
―
六
〜
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア｣

(『

古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
。『

岩
波
講
座

日
本
歴
史』

第
二
巻
、
一
九

六
二
年
初
出)

。

(

２)

古
畑
徹

｢

七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
に
か
け
て
の
新
羅
・
唐
関
係
―
新
羅

外
交
史
の
一
試
論｣

(『

朝
鮮
学
報』

一
〇
七
、
一
九
八
三
年)

。

(

３)

池
内
前
掲
論
文
。

(

４)

古
畑
前
掲
論
文
九
頁
。

(

５)

西
嶋
定
生
前
掲
論
文
は
、
羅
唐
戦
争
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
池
内
説
の
史

料
批
判
を
土
台
と
し
て
い
る
。
ま
た
薛
仁
貴
の
行
跡
を
分
析
し
た
黄
約
瑟
氏

は
、
後
述
の
ジ
ェ
ミ
ス
ン
説
や
古
畑
氏
の
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
朝
鮮
半

島
に
お
け
る
薛
仁
貴
の
行
動
に
つ
い
て
は
池
内
説
に
従
っ
て
整
理
し
て
い
る

(｢

両
唐
書
薛
仁
貴
伝｣

『

第
一
届
国
際
唐
代
学
術
会
議
論
文
集』

台
湾
学
生
書

局
、
一
九
八
九
年)

。
近
年
、
新
羅
・
唐
の
関
係
史
に
関
す
る
論
考
を
多
く
著

し
て
い
る
拝
根
興
氏
も
、
羅
唐
戦
争
終
結
の
過
程
に
つ
い
て
は
池
内
説
と
黄

氏
の
論
に
依
拠
し
た
検
討
を
行
っ
て
い
る

(『

七
世
紀
中
葉
唐
与
新
羅
関
係
研

究』

中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁)

。

(
６)��������������

｢

羅
唐
同
盟
●

瓦
解�
韓
中
記
事
聚
合
●

比
較｣

(『
歴
史
学
報』

四
四
、
一
九
六
九
年)

。

(

７)

閔
徳
植

｢

羅
・
唐
戦
争
●

●
●

考
察
―
買
肖
城

●
●
●

●
●
●
●
―｣

(『

史
学
研
究』

四
〇
、
一
九
八
九
年)

、
許
重
権

『

新
羅
統
一
戦
争
史
●

軍
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事
学
的
位
置』

(

韓
国
教
員
大
学
校
、
博
士
学
位
論
文
、
一
九
九
五
年)

、
徐

仁
漢

『

羅
唐
戦
争
史』

(

国
防
軍
史
研
究
所
、
一
九
九
九
年)

、
徐
栄
教

『

羅

唐
戦
争
史
研
究』

(

●
●
●
●
●
●
、
二
〇
〇
六
年)

、
盧
泰
敦

『

古
代
朝
鮮

三
国
統
一
戦
争
史』

(

橋
本
繁
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
。
原
題

『

●
●

●
●
●
●
●』

ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年)

、
李
相
勲

『

●
●
●
●

●
●』

(
●
●
●
、
二
〇
一
二
年)

な
ど
。

(

８)

稲
葉
岩
吉

｢
三
国
史
記
の
批
判｣

(『

朝
鮮』

一
九
二
、
一
九
三
一
年)

、
末

松
保
和

｢

旧
三
国
史
と
三
国
史
記｣

(『

青
丘
史
草』

第
二
所
収
、
一
九
六
六

年
所
収
。『

朝
鮮
学
報』
三
九
・
四
〇
合
輯
、
一
九
六
六
年
初
出)

、
田
中
俊

明

｢『

三
国
史
記』

撰
進
と

『

旧
三
国
史』｣

(『

朝
鮮
学
報』

八
三
、
一
九
七

七
年)

な
ど
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
高
麗
時
代
に

『

三
国
史
記』

よ
り
先
行
す

る
史
書
と
し
て

｢

旧
三
国
史｣
が
存
在
し
て
い
た
が
、
新
羅
系
出
身
の
金
富

軾
が
自
身
の
政
治
的
立
場
の
優
位
性
を
確
立
す
る
た
め
、
新
羅
中
心
の

『

三

国
史
記』

を
編
纂
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

９)

ジ
ェ
ミ
ス
ン
前
掲
論
文
。

(�)
末
松
保
和

｢

百
済
の
故
地
に
置
か
れ
た
唐
の
州
県
に
つ
い
て
―
池
内
博
士

の
近
業
を
読
む
―｣

(『

青
丘
学
叢』

一
九
、
一
九
三
五
年)
。

(�)
飯
島
忠
夫

｢

三
国
史
記
の
日
蝕
記
事
に
つ
い
て｣

(『

東
洋
学
報』

一
五
‐

三
、
一
九
二
六
年)

。

(�)
『

三
国
史
記』

巻
四
・
新
羅
本
紀
・
真
興
王
六
年
秋
七
月
条
。

(�)
高
寛
敏

｢『

三
国
史
記』

の
一
原
典
と
し
て
の

『

金�
信
行
録』｣

(｢『
三
国

史
記』

の
原
典
的
研
究』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
所
収)

。

(�)

李
相
勲
前
掲
著
二
〇
五‒

二
二
七
頁
。

(�)

池
内
前
掲
論
文
。

(�)
『

唐
会
要』

巻
九
五
・
新
羅
条
、『

旧
唐
書』

巻
五
・
高
宗
本
紀
、『

新
唐
書』

巻
三
・
高
宗
本
紀
、『

冊
府
元
亀』

巻
九
八
六
・
外
臣
部
・
征
討
五
は
六
七
四

年
の
二
月
の
こ
と
と
す
る
。

(�)

朝
鮮
側
で
は

『

三
国
史
記』

新
羅
本
紀
・
文
武
王
一
二
年
八
月
条
、
中
国

側
で
は

『

旧
唐
書』

高
宗
本
紀
、『

新
唐
書』

高
麗
伝
、『

資
治
通
鑑』

咸
亨

三
年
一
二
月
条
な
ど
に
戦
闘
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(�)

古
畑
前
掲
論
文
は
、
九
月
条

[

記
事
Ｆ]

が

『

冊
府
元
亀』

か
ら
引
用
さ

れ
た
理
由
に
つ
い
て
本
稿
と
同
様
の
推
測
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
古
畑

氏
は
、
二
月
の
使
者
派
遣
と
九
月
の
使
者
派
遣
に
対
し
て
、
史
料
系
統
の
異

な
る
二
つ
の
史
料
か
ら
、
同
一
の
使
者
の
記
事
を

『

三
国
史
記』

が
引
用
し

た
も
の
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、

『

三
国
史
記』

独
自
記
事
に
使
者
を
派
遣
し
た
か
否
か
に
関
す
る
記
事
が
な
い

こ
と
か
ら
、
新
羅
の
使
者
派
遣
は
一
度
だ
け
で
あ
る
と
も
断
定
で
き
な
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
保
留
と
す
る
。

(�)
『

三
国
史
記』

巻
七
・
新
羅
本
紀
・
文
武
王
一
四
年
二
月
条

｢

宮
内
穿
池�

山
、
種
花
草
、
養
珍
禽
奇
獸｣

。

(�)
『

三
国
史
記』

巻
七
・
新
羅
本
紀
・
文
武
王
一
五
年
八
月
条

｢

大��
西
兄

山
下｣

、
同
一
五
年
九
月
条

｢

幸
靈
廟
寺
前
路�
兵
、
觀
阿�

薛
秀
眞
六
陣
兵

法｣

。

(�)
池
内
前
掲
論
文
。

(�)
李
相
勲
前
掲
著
二
〇
五‒

二
二
七
頁
。

(�)
池
内
前
掲
論
文
も
、
素
那
伝
を
根
拠
に
し
て
阿
達
城
の
戦
い

[

記
事
Ｈ]

は
九
月
で
は
な
く
春
の
出
来
事
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

(�)
表
４
の

｢

出
身
／
親
・
自
身
の
官
位｣

の
項
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本
人

の
生
前
の
官
位
が
明
確
な
も
の
は
少
な
く
、
例
外
と
し
て
龍
石
が
舎
知
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
の
官
位
が
示
さ
れ
た
例
は
多

く
、
そ
れ
と
比
べ
る
と
ほ
と
ん
ど
は
一
か
ら
三
段
階
上
の
官
位
が
贈
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
金�
運
、
官
昌
、
匹
夫
は
親
よ
り
も
数
段
低
い
官

位
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
金�
運
、
官
昌
の
事
例
を
み
る
と
、
若
く

し
て
戦
死
し
て
お
り
、
本
人
が
親
よ
り
も
低
い
官
位
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
素
那
の
場
合
、
親
の
官
位
と
自
身
の
そ
れ
も
不
明
だ
が
、
出
身
が
白
城

郡�
山
の
人
と
あ
り
、
王
京
の
人
で
は
な
い
。
新
羅
の
場
合
、
六
七
四
年
以
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前
ま
で
王
京
に
住
ま
な
い
地
方
人
は
、
外
位
と
い
う
官
位
が
与
え
ら
れ
、
京

位
を
与
え
ら
れ
る
王
京
の
人
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
ら
か
に

地
方
出
身
で
あ
る
素
那
が
、
高
い
官
位
を
生
前
有
し
て
い
た
と
は
考
え
づ
ら

い
。
ま
た
同
じ
く
地
方
出
身
で
あ
る
竹
竹
が
撰
干
の
子
で
あ
り
、
死
後
も
級

�
を
贈
ら
れ
て
い
る
の
で
、
素
那
も
同
程
度
の
官
位
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
京
の
人
で
は
な
い
素
那
が
、
本
来
は
真
骨

(

王
族)

が
独
占
す
る
大
阿�

(

第
五
位)

以
上
の
官
位
で
あ
る��
を
贈
官

さ
れ
た
事
実
は
、
特
例
と
み
て
よ
い
。

(�)
池
内
前
掲
論
文
。

(�)
武
田
幸
男

｢

創
寺
縁
起
か
ら
み
た
新
羅
人
の
国
際
観｣

(

中
村
治
兵
衛
先
生

古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
編
集
委
員
会
編

『

中
村
治
兵
衛
先
生
古
稀
記
念
東
洋

史
論
叢』

刀
水
書
房
、
一
九
八
六
年
所
収)

(�)
『

三
国
史
記』

巻
七
・
新
羅
本
紀
・
文
武
王
一
九
年
八
月
条｢

四
天
王
寺
成｣

。

(�)
古
畑
前
掲
論
文
。

(

本
学
博
士
後
期
課
程
在
籍
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ)
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